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白
川
町
議
会
第
2
回
定
例
会
を
、
6

月
17
日
と
18
日
の
2
日
間
に
わ
た
っ
て

開
催
し
ま
し
た
。

 

今
定
例
会
で
は
、
4
人
の
議
員
が
一
般

質
問
を
行
い
、
町
政
の
課
題
等
に
つ
い

て
の
質
問
、
議
員
定
数
改
正
に
係
る
議

会
活
性
化
特
別
委
員
会
委
員
長
の
報
告

の
ほ
か
、
補
正
予
算
、
条
例
の
制
定
な

ど
町
長
提
出
の
13
議
案
と
議
員
提
出
の

3
議
案
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
を

可
決
し
ま
し
た
。

条
例
の
制
定

▼
白
川
町
役
場
の
位
置
を
定
め
る
条
例

の
制
定

　
役
場
本
庁
舎
の
移
転
に
伴
い
、
新
庁

舎
の
建
設
地
を
白
川
町
河
岐
一
七
〇
五

番
地
二
（
パ
チ
ン
コ
店
敷
地
）
に
定
め

る
た
め
、 

条
例
を
制
定
す
る
。

▼
白
川
町
議
会
基
本
条
例
の
制
定

　
議
会
及
び
議
員
の
活
動
指
針
と
し

て
、
議
会
の
最
高
規
範
と
し
て
位
置
付

け
、
町
民
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
議
会

づ
く
り
を
目
指
す
た
め
、
条
例
を
制
定

す
る
。
（
詳
細
は
14
頁
）

▼
白
川
町
議
会
政
務
活
動
費
の
交
付
に

関
す
る
条
例
の
制
定

　
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に

資
す
る
た
め
、
必
要
な
経
費
の
一
部
が

交
付
で
き
る
よ
う
条
例
を
制
定
す
る
。

条
例
の
一
部
改
正

▼
白
川
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
等
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

す
る
。

▼
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の

施
行
に
伴
う
白
川
町
固
定
資
産
税
の
特

例
に
関
す
る 

条
例
の
一
部
を
改
正

　
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の

失
効
後
も
、
固
定
資
産
税
の
特
例
を
適

用
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保

護
に
関
す
る
条
例
及
び
白
川
町
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正

　
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
被
保
険
者

の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正

　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
中
小
企
業
者
の
経
営
安
定
資

金
融
資
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正  

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改

正 
 

「
標
準
」
町
村
議
会
会
議
規
則
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

財
産
の
所
得

▼
介
護
浴
槽
及
び
介
護
浴
槽
搬
送
車

  

佐
見
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
せ
せ
ら

ぎ
園
に
設
置
し
て
あ
る
介
護
浴
槽
等 

は
、
平
成
16
年
の
開
所
以
来
17
年
余
を

経
過
し
老
朽
化
し
た
の
で
、
更
新
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

令
和
３
年
度

補
正
予
算
･
条
例
改
正
な
ど

16
の
議
案
を
可
決

第２回定例会
　
今
回
の
補
正
予
算
で
は
、
一
般
会
計

で
1
億
4
6
3
3
万
円
を
追
加
し
て
、

補
正
後
の
総
額
を
62
億
1
3
2
7
万
円

に
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
で
20
万

円
を
追
加
し
て
、
補
正
後
の
総
額
を
9

億
2
1
2
0
万
円
に
、
地
域
振
興
券
交

付
事
業
特
別
会
計
で
1
億
8
6
9
7
万

円
を
追
加
し
て
、
補
正
後
の
総
額
を
2

億
2
8
4
7
万
円
と
し
ま
し
た
。

　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

追
加
さ
れ
た
主
な
も
の

（
一
般
会
計
）

・
会
計
年
度
任
用
職
員
給
料
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
４
５
万
円

・
行
政
手
続
等
に
お
け
る
押
印
・
書
面
・

　
対
面
規
制
の
例
規
見
直
し
支
援
業
務
委

　
託
料

　
　
　
　
　
　
　
２
６
４
万
円

・
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
改
定
支
援

業
務
委
託
料
　
　
　
　
　
２
２
０
万
円

・
低
所
得
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

　
給
付
金
　
 

4
6
5
万
円

・
医
療
従
事
者
応
援
事
業

　
　
　
6
5
0
万
円

・
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

3
0
8
4
万
円

・
町
単
林
道
整
備
事
業
 

２
０
０
万
円

・
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
会
商
品
券
交
付
事
業

　
交
付
金
 

２
３
５
０
万
円

・
地
域
振
興
券
交
付
事
業
特
別
会
計
繰

　
出
金
 

２
１
９
７
万
円

・
公
共
橋
梁
維
持
修
繕
事
業
 

２
３
５
０
万
円

・
避
難
所
機
能
強
化
事
業
 
7
0
0
万
円

・
町
民
会
館
維
持
管
理
事
業
 2

4
7
万
円

（
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
）

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る

傷
病
手
当
金
　
　
　
　
　
　
2
0
万
円

（
地
域
振
興
券
交
付
事
業
特
別
会
計
）

・
プ
レ
ミ
ア
ム
付
地
域
振
興
券
交
付
事
業

　
　
　
　
　
1
億
8
6
9
7
万
円

１
　
調
査
の
経
過
に
つ
い
て

　
令
和
3
年
3
月
19
日
白
川
町
議
会
第
1

回
定
例
会
（
第
4
日
）
に
お
い
て
、
議
員

定
数
8
名
へ
の
削
減
案
条
例
改
正
発
議
が

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
議
会
運
営
委
員

会
に
諮
っ
た
結
果
、
同
日
定
例
会
で
設
置

さ
れ
た
議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
に
お
い

て
、
調
査
研
究
し
、
そ
の
結
果
を
6
月
の

白
川
町
議
会
第
2
回
定
例
会
で
報
告
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

２
　
調
査
研
究
の
概
要
に
つ
い
て

　
現
在
の
白
川
町
議
会
の
定
数
は
9
名
で

す
。
削
減
の
案
で
は
人
口
減
に
伴
う
定
数

の
改
正
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
全
国
の
議
員
定
数
を
調
査
し
た

と
こ
ろ
、
1
，
0
0
0
人
か
ら
1
0
，

0
0
0
人
の
人
口
規
模
の
町
村
に
お
け
る

議
員
の
定
数
の
平
均
は
1
0
．
3
7
名
で

し
た
。
ま
た
、
定
数
に
つ
い
て
町
民
が
正

確
な
人
数
を
知
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
し
た
と
こ
ろ
（
令
和
3
年

5
月
21
日
か
ら
28
日
ウ
エ
ブ
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
る
）
5
7
．
3
%
の
方
が
正
解
で
し

た
が
、
43
%
の
方
が
知
ら
な
い
、
ま
た
は

10
人
、
8
人
と
間
違
っ
て
認
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
全
国

議
長
会
に
、
定
数
改
正
に
関
す
る
議
会
運

営
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

「
今
年
度
選
挙
を
控
え
た
こ
の
時
期
に
議

員
定
数
に
つ
い
て
の
条
例
改
正
は
、
町
民

の
不
利
益
と
な
る
た
め
に
行
う
べ
き
で
は

な
い
」
と
の
回
答
を
得
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
の
後

に
、
議
員
の
意
見
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

現
状
維
持
と
す
る
議
員
は
4
名
、
8
名
に

削
減
す
べ
き
と
の
意
見
が
4
名
の
同
数
と

な
り
、
こ
れ
に
委
員
長
（
服
部
圭
子
）
が

現
状
維
持
と
す
る
意
見
に
加
わ
っ
た
こ
と

で
、
現
状
維
持
が
多
数
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
議
会
と
し
て
現
状
の
9
名
を
維
持
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
上
記
か
ら
、
現
在
の
定
数
が
人
口
割
の

町
村
の
全
国
平
均
よ
り
少
な
い
状
態
で
あ

る
こ
と
、
町
民
の
認
知
度
も
向
上
し
た
う

え
で
改
正
の
検
討
を
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
こ
と
、
選
挙
間
近
の
改
正
を
行
う
こ

と
は
、
適
切
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
そ
し

て
現
状
維
持
が
、
議
員
の
過
半
数
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
現
状
の
9
名
の
定
数
維
持
が

望
ま
し
い
と
結
論
し
た
も
の
で
す
。

3 

結
論

　
議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
9
名

を
維
持
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

付
帯
意
見

　
さ
ら
に
人
口
減
が
進
ん
だ
場
合
に
は
、

定
数
を
検
討
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。

令
和
３
年
度
補
正
予
算

一
般
会
計
で
１
億
４
６
３
３
万
円
を
追
加

議
員
の
定
数
は
現
状
の
９
名
を
維
持

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
委
員
長
報
告

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
　
委
員
長
　
服
部 

圭
子

細
江
茂
樹
議
員
、
渡
邉
昌
俊
議
員

嶋
田
有
康
議
員
、
藤
井
宏
之
議
員

安
江
孝
弘
議
員
、
今
井
昌
平
議
員

梅
田
み
つ
よ
議
員
、
佐
伯
好
典
議
員

定
数
削
減

現
状
維
持

発議第２号

発議第３号

議第３３号

再議第１号

可決

可決

可決

否決

議決
結果議 案 名議案

番号

〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 　

〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

× 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 　

〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

白川町議会基本条例の制定について

白川町議会政務活動費の交付に関する条例の制定について

令和３年度白川町一般会計補正予算（第２号）

白川町議会政務活動費の交付に関する条例の議決の再議について

今
井
議
長

安
江
議
員

細
江
議
員

渡
邉
議
員

嶋
田
議
員

藤
井
議
員

梅
田
議
員

佐
伯
議
員

服
部
副
議
長

●賛否が分かれた議案

※発議第３号は、可否同数であったので議長の決するところとなりました。
※再議第１号は、議長にも表決権があり賛成をしています。
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白
川
町
議
会
第
2
回
定
例
会
を
、
6

月
17
日
と
18
日
の
2
日
間
に
わ
た
っ
て

開
催
し
ま
し
た
。

 

今
定
例
会
で
は
、
4
人
の
議
員
が
一
般

質
問
を
行
い
、
町
政
の
課
題
等
に
つ
い

て
の
質
問
、
議
員
定
数
改
正
に
係
る
議

会
活
性
化
特
別
委
員
会
委
員
長
の
報
告

の
ほ
か
、
補
正
予
算
、
条
例
の
制
定
な

ど
町
長
提
出
の
13
議
案
と
議
員
提
出
の

3
議
案
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
を

可
決
し
ま
し
た
。

条
例
の
制
定

▼
白
川
町
役
場
の
位
置
を
定
め
る
条
例

の
制
定

　
役
場
本
庁
舎
の
移
転
に
伴
い
、
新
庁

舎
の
建
設
地
を
白
川
町
河
岐
一
七
〇
五

番
地
二
（
パ
チ
ン
コ
店
敷
地
）
に
定
め

る
た
め
、 

条
例
を
制
定
す
る
。

▼
白
川
町
議
会
基
本
条
例
の
制
定

　
議
会
及
び
議
員
の
活
動
指
針
と
し

て
、
議
会
の
最
高
規
範
と
し
て
位
置
付

け
、
町
民
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
議
会

づ
く
り
を
目
指
す
た
め
、
条
例
を
制
定

す
る
。
（
詳
細
は
14
頁
）

▼
白
川
町
議
会
政
務
活
動
費
の
交
付
に

関
す
る
条
例
の
制
定

　
議
員
の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に

資
す
る
た
め
、
必
要
な
経
費
の
一
部
が

交
付
で
き
る
よ
う
条
例
を
制
定
す
る
。

条
例
の
一
部
改
正

▼
白
川
町
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
等
の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を

す
る
。

▼
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の

施
行
に
伴
う
白
川
町
固
定
資
産
税
の
特

例
に
関
す
る 

条
例
の
一
部
を
改
正

　
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の

失
効
後
も
、
固
定
資
産
税
の
特
例
を
適

用
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
情
報
公
開
及
び
個
人
情
報
保

護
に
関
す
る
条
例
及
び
白
川
町
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正

　
行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
被
保
険
者

の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を

改
正

　
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
中
小
企
業
者
の
経
営
安
定
資

金
融
資
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正  

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

▼
白
川
町
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改

正 
 

「
標
準
」
町
村
議
会
会
議
規
則
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
す
る
。

財
産
の
所
得

▼
介
護
浴
槽
及
び
介
護
浴
槽
搬
送
車

  

佐
見
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
せ
せ
ら

ぎ
園
に
設
置
し
て
あ
る
介
護
浴
槽
等 

は
、
平
成
16
年
の
開
所
以
来
17
年
余
を

経
過
し
老
朽
化
し
た
の
で
、
更
新
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

令
和
３
年
度

補
正
予
算
･
条
例
改
正
な
ど

16
の
議
案
を
可
決

第２回定例会
　
今
回
の
補
正
予
算
で
は
、
一
般
会
計

で
1
億
4
6
3
3
万
円
を
追
加
し
て
、

補
正
後
の
総
額
を
62
億
1
3
2
7
万
円

に
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
で
20
万

円
を
追
加
し
て
、
補
正
後
の
総
額
を
9

億
2
1
2
0
万
円
に
、
地
域
振
興
券
交

付
事
業
特
別
会
計
で
1
億
8
6
9
7
万

円
を
追
加
し
て
、
補
正
後
の
総
額
を
2

億
2
8
4
7
万
円
と
し
ま
し
た
。

　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

追
加
さ
れ
た
主
な
も
の

（
一
般
会
計
）

・
会
計
年
度
任
用
職
員
給
料
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
４
５
万
円

・
行
政
手
続
等
に
お
け
る
押
印
・
書
面
・

　
対
面
規
制
の
例
規
見
直
し
支
援
業
務
委

　
託
料

　
　
　
　
　
　
　
２
６
４
万
円

・
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
改
定
支
援

業
務
委
託
料
　
　
　
　
　
２
２
０
万
円

・
低
所
得
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

　
給
付
金
　
 

4
6
5
万
円

・
医
療
従
事
者
応
援
事
業

　
　
　
6
5
0
万
円

・
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業

3
0
8
4
万
円

・
町
単
林
道
整
備
事
業
 

２
０
０
万
円

・
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
会
商
品
券
交
付
事
業

　
交
付
金
 

２
３
５
０
万
円

・
地
域
振
興
券
交
付
事
業
特
別
会
計
繰

　
出
金
 

２
１
９
７
万
円

・
公
共
橋
梁
維
持
修
繕
事
業
 

２
３
５
０
万
円

・
避
難
所
機
能
強
化
事
業
 
7
0
0
万
円

・
町
民
会
館
維
持
管
理
事
業
 2

4
7
万
円

（
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
）

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る

傷
病
手
当
金
　
　
　
　
　
　
2
0
万
円

（
地
域
振
興
券
交
付
事
業
特
別
会
計
）

・
プ
レ
ミ
ア
ム
付
地
域
振
興
券
交
付
事
業

　
　
　
　
　
1
億
8
6
9
7
万
円

１
　
調
査
の
経
過
に
つ
い
て

　
令
和
3
年
3
月
19
日
白
川
町
議
会
第
1

回
定
例
会
（
第
4
日
）
に
お
い
て
、
議
員

定
数
8
名
へ
の
削
減
案
条
例
改
正
発
議
が

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
議
会
運
営
委
員

会
に
諮
っ
た
結
果
、
同
日
定
例
会
で
設
置

さ
れ
た
議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
に
お
い

て
、
調
査
研
究
し
、
そ
の
結
果
を
6
月
の

白
川
町
議
会
第
2
回
定
例
会
で
報
告
す
る

こ
と
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

２
　
調
査
研
究
の
概
要
に
つ
い
て

　
現
在
の
白
川
町
議
会
の
定
数
は
9
名
で

す
。
削
減
の
案
で
は
人
口
減
に
伴
う
定
数

の
改
正
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
全
国
の
議
員
定
数
を
調
査
し
た

と
こ
ろ
、
1
，
0
0
0
人
か
ら
1
0
，

0
0
0
人
の
人
口
規
模
の
町
村
に
お
け
る

議
員
の
定
数
の
平
均
は
1
0
．
3
7
名
で

し
た
。
ま
た
、
定
数
に
つ
い
て
町
民
が
正

確
な
人
数
を
知
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
し
た
と
こ
ろ
（
令
和
3
年

5
月
21
日
か
ら
28
日
ウ
エ
ブ
ア
ン
ケ
ー
ト

に
よ
る
）
5
7
．
3
%
の
方
が
正
解
で
し

た
が
、
43
%
の
方
が
知
ら
な
い
、
ま
た
は

10
人
、
8
人
と
間
違
っ
て
認
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
、
全
国

議
長
会
に
、
定
数
改
正
に
関
す
る
議
会
運

営
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、

「
今
年
度
選
挙
を
控
え
た
こ
の
時
期
に
議

員
定
数
に
つ
い
て
の
条
例
改
正
は
、
町
民

の
不
利
益
と
な
る
た
め
に
行
う
べ
き
で
は

な
い
」
と
の
回
答
を
得
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
の
後

に
、
議
員
の
意
見
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

現
状
維
持
と
す
る
議
員
は
4
名
、
8
名
に

削
減
す
べ
き
と
の
意
見
が
4
名
の
同
数
と

な
り
、
こ
れ
に
委
員
長
（
服
部
圭
子
）
が

現
状
維
持
と
す
る
意
見
に
加
わ
っ
た
こ
と

で
、
現
状
維
持
が
多
数
と
な
っ
た
こ
と
か

ら
議
会
と
し
て
現
状
の
9
名
を
維
持
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
上
記
か
ら
、
現
在
の
定
数
が
人
口
割
の

町
村
の
全
国
平
均
よ
り
少
な
い
状
態
で
あ

る
こ
と
、
町
民
の
認
知
度
も
向
上
し
た
う

え
で
改
正
の
検
討
を
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
こ
と
、
選
挙
間
近
の
改
正
を
行
う
こ

と
は
、
適
切
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
そ
し

て
現
状
維
持
が
、
議
員
の
過
半
数
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
現
状
の
9
名
の
定
数
維
持
が

望
ま
し
い
と
結
論
し
た
も
の
で
す
。

3 

結
論

　
議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
9
名

を
維
持
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

付
帯
意
見

　
さ
ら
に
人
口
減
が
進
ん
だ
場
合
に
は
、

定
数
を
検
討
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
り

ま
し
た
。

令
和
３
年
度
補
正
予
算

一
般
会
計
で
１
億
４
６
３
３
万
円
を
追
加

議
員
の
定
数
は
現
状
の
９
名
を
維
持

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
委
員
長
報
告

議
会
活
性
化
特
別
委
員
会
　
委
員
長
　
服
部 

圭
子

細
江
茂
樹
議
員
、
渡
邉
昌
俊
議
員

嶋
田
有
康
議
員
、
藤
井
宏
之
議
員

安
江
孝
弘
議
員
、
今
井
昌
平
議
員

梅
田
み
つ
よ
議
員
、
佐
伯
好
典
議
員

定
数
削
減

現
状
維
持

発議第２号

発議第３号

議第３３号

再議第１号

可決

可決

可決

否決

議決
結果議 案 名議案

番号

〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 　

〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

× 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 　

〇 〇 〇 × × × × 〇 〇

白川町議会基本条例の制定について

白川町議会政務活動費の交付に関する条例の制定について

令和３年度白川町一般会計補正予算（第２号）

白川町議会政務活動費の交付に関する条例の議決の再議について

今
井
議
長

安
江
議
員

細
江
議
員

渡
邉
議
員

嶋
田
議
員

藤
井
議
員

梅
田
議
員

佐
伯
議
員

服
部
副
議
長

●賛否が分かれた議案

※発議第３号は、可否同数であったので議長の決するところとなりました。
※再議第１号は、議長にも表決権があり賛成をしています。

〇…賛成　×…反対　△…退席

▲介護浴槽

▲プレミアム付地域振興券

令和 3 年 8 月 1 日 23 しらかわ議会だより No.199



　本日、執行部から詳細な説明を受け、活発かつ慎重な審議を行った結果、一般会計補正
予算については賛成多数、国民健康保険特別会計補正予算及び地域振興券交付事業特別会
計補正予算については、全員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
　今回の補正予算では、当初予算編成以降に生じた新型コロナワクチン接種費用、医療機
関に対する新型コロナ感染対策補助金、公共施設・学校施設における新型コロナウイルス
感染予防対策経費、低所得者の子育て世帯生活支援特別給付金、プレミアム付地域振興券
の発行、ウェブ情報発信、町長・町議会議員・衆議院議員選挙に係る経費、会計年度任用
職員の人件費の調整などに取り組むこととされ、国や県の制度を有効に活用し、総合的に
適正かつ効果的な予算措置を認めるものであります。
　当初予算に盛り込まれた事業についても、迅速かつ効率的に推進され、一層の事業効果
が上がるよう期待するものであります。

１．コロナ対策の第三次の補助金が交付された。医療機関、従事者への慰労と町の住民に対する支援を
　　中心に、対策事業を有効に活用されたい。
２．プレミアム振興券の交付事業は、できるだけ早期に実施されるよう努められたい。
３．クオーレふれあいの里のwifi整備事業については、整備して終わらないように、その事業目標を定
　　めて進まれたい。
４．町のWebメディア構築について、期待をしているが、今までのメディア事業が、いまひとつその成
　　果を出されていない。到達目標を定めた上で委託事業を推進され、効果がなかった場合は事業見直
　　しを行われたい。
５．事業予算内容について、必要性は十分理解するが、議論が十分でないものがある。今一度、関係機
　　関で十分に議論し、町民に説明できるものとして取り組まれたい。

●
新
た
な
働
き
方
改
革
雇
用
確
保

対
策
事
業
補
助
金

問
　
そ
の
効
果
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答
　
新
た
な
働
き
方
改
革
と
い
う
こ
と

で
昨
年
度
か
ら
移
住
交
流
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
で
町
内
の
企
業
の
紹
介
等
を
オ

ン
ラ
イ
ン
で
行
う
取
組
を
行
っ
て
お
り
、

企
業
の
魅
力
を
十
分
引
き
出
せ
る
も
の

と
考
え
る
。

●
行
政
手
続
等
に
お
け
る
書
面
規

制
、押
印
、対
面
規
制
の
見
直
し

支
援
業
務

問
　
見
直
し
支
援
業
務
は
、書
面
規
制

押
印
対
面
規
制
と
あ
る
が
ど
の
よ
う
か
。

答
　
押
印
に
係
る
規
定
が
あ
る
例
規

は
、数
多
く
あ
り
、本
当
に
押
印
が
必
要

で
あ
る
か
の
洗
い
出
し
と
、条
例
や
規
則

の
改
正
ま
で
の
支
援
を
委
託
す
る
も
の

で
あ
る
。

●
ウ
ェ
ブ
メ
デ
ィ
ア
制
作
委
託
料

問
　
３
年
ほ
ど
前
に
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

見
直
し
を
行
っ
て
い
た
が
、メ
デ
ィ
ア
の

総
合
的
な
管
理
も
必
要
で
は
な
い
か
。

答
　
今
あ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
変
更
で

な
く
、新
し
く
作
る
ウ
ェ
ブ
メ
デ
ィ
ア
の

デ
ザ
イ
ン
や
ペ
ー
ジ
を
構
成
す
る
た
め
に

必
要
な
費
用
で
あ
る
。既
存
メ
デ
ィ
ア
の

管
理
に
つ
い
て
も
今
後
意
見
を
取
り
入

れ
な
が
ら
進
め
た
い
。

●
財
政
管
理
事
務
費

問
　
行
財
政
改
革
推
進
協
議
会
の
会
議

が
１
回
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
。ほ
と
ん

ど
協
議
さ
れ
て
い
な
い
状
況
は
問
題
で

は
な
い
か
。

答
　
行
革
の
中
身
に
つ
い
て
は
不
十
分

な
と
こ
ろ
も
あ
り
継
続
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。第
６
次
か
ら
第
７
次
に
向
け
て

内
部
で
も
検
討
し
、仕
切
り
直
し
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

●
が
ん
患
者
医
療
用
ウ
イ
ッ
グ
購
入

費
助
成
金

問
　
ウ
イ
ッ
グ
や
乳
房
補
正
具
等
に
つ
い

て
の
購
入
費
は
２
万
円
以
上
す
る
が
、

も
っ
と
増
額
す
べ
き
で
は
。

答
　
こ
の
制
度
は
、県
の
制
度
で
２
万
円

の
購
入
に
対
し
て
1
／
2
額
の
１
万
円

が
助
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、利
用
者

は
、県
と
町
と
両
方
へ
の
申
請
が
必
要
で

あ
っ
た
も
の
を
町
へ
の
申
請
だ
け
で
助
成

が
受
け
れ
る
よ
う
対
応
し
た
も
の
で
あ

る
。た
だ
、実
情
に
照
ら
し
総
額
２
万
円

が
低
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、町
の
上
乗

せ
額
を
増
や
す
こ
と
も
検
討
し
た
い
。

●
町
単
林
道
整
備
事
業
補
助
金

問
　
ウ
ッ
ド
シ
ョッ
ク
の
関
係
で
木
材
需

要
も
あ
り
、林
道
開
設
や
修
繕
を
希
望

さ
れ
る
方
も
あ
る
と
考
え
る
が
、制
度
周

知
や
対
象
林
家
、補
正
額
の
２
０
０
万
円

も
含
め
執
行
状
況
は
ど
う
か
。

答
　
現
在
ま
で
に
申
請
が
３
件
あ
り
、補

助
額
と
し
て
６１
万
円
と
な
っ
て
い
る
。残

額
と
し
て
は
４０
万
円
程
度
で
あ
り
、必
要

で
あ
る
な
ら
補
正
予
算
の
要
求
も
考
え

た
い
。今
回
の
２
０
０
万
円
は
森
林
組
合

へ
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

●
町
民
会
館
維
持
管
理
事
業

問
　
当
初
予
算
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の

修
繕
費
用
１
４
０
万
円
で
は
不
足
と
い

う
こ
と
か
。今
回
と
合
わ
せ
る
と
２
０
６

万
円
の
修
繕
費
だ
が
ど
の
よ
う
か
。

答
　
今
回
の
修
繕
で
、現
在
よ
り
も
良
く

な
る
と
考
え
て
い
る
。修
繕
に
つ
い
て
は
、

オ
ル
ガ
ン
の
点
検
も
し
て
頂
い
て
い
る
町

内
の
専
門
家
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

●
防
災
対
策
備
品
購
入
費

問
　
防
災
対
策
の
備
品
購
入
費
で
あ
る

が
、学
校
施
設
に
は
何
を
揃
え
て
、ど
の

よ
う
に
な
る
の
か
。

答
　
各
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
を
基
幹
避

難
所
と
し
て
運
営
す
る
た
め
、簡
易
テ
ン

ト
や
つ
い
立
な
ど
の
防
災
対
策
備
品
を

購
入
し
、保
管
倉
庫
を
整
備
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
基
幹

避
難
所
だ
け
で
避
難
者
を
収
容
で
き
な

い
場
合
、各
小
中
学
校
７
校
の
体
育
館
な

ど
を
避
難
所
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に

な
る
。そ
の
場
合
に
防
災
対
策
備
品
を
保

管
す
る
場
所
が
無
く
、有
事
の
際
に
必
要

数
を
搬
送
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、予

め
防
災
専
用
の
倉
庫
を
整
備
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

※
質
疑
応
答
は
抜
粋
し
て
紹
介
し
て
お

　
り
ま
す
。

予算審査特別委員会

令和３年度補正予算を徹底チェック

審 査 意 見 （予算審査特別委員会 委員長 梅田 みつよ） 予
算
審
査
に
お
け
る
審
査
意
見

　出口が見えなかったコロナ禍も、ワクチン接種によ
り、ようやく明かりが見えてきたように思います。今
回の補正予算では、コロナワクチン接種及び、その体
制作りの予算が組まれており、接種を希望される町民
に安心かつ迅速に接種される体制を作り、コロナ禍の
収束に向けての動きが加速することに期待します。ま
た日頃の医療に加え、コロナ禍で大きな負担をおかけ
している医療従事者の方々に対しての商品券配布で、
少しでも感謝とねぎらいの気持ちが伝わることを願い
ます。町民に対しても、プレミアム商品券の発行予算
が組まれ、コロナ禍でも、少しでも明るい話題の提供
になることも願います。クオーレのワーケーション推
進のWi－Fi整備やウェブメディアの作成についても、
アフターコロナに向け、都市部の人々の意識が変わる
中、これをチャンスと捉え、積極的な営業と工夫によ
り、新たな関係人口創出のため、さらなる努力を願い
ます。最後になりますが、コロナ禍から、一刻も早い
脱却を目指し、よりよいアフターコロナの変革におい
て、行政、議会の役割はさらに大きく重要であり、町
民の期待も大きくなっています。８月の選挙から多く
のことが公費で賄われるように改正が行わました。こ
れが少しでも議員のなり手不足解消に繋がり、改選後
の議会では、さらなる理解力の向上を目指した活発な
議会になるよう期待し、令和３年度一般会計補正予算
および２つの特別会計補正予算について賛成をしま
す。

　クオーレのワーケーション事業について
は、明確な事業目標を示さずにクオーレの
里で実施、事業計画の成果が得られるよう
な、予算の執行である十分な説明が得られ
なかったこと。そして、ウェブメディア制
作委託料ではその成果目標を指示した上の
契約かどうかについて十分な説明が認めら
れませんでした。委託先には、すでに560
万円も予算化されている上での委託料でし
たので反対しました。さらに、第３セク
ターやお茶の輸出等、町おこしの事業の成
果は、達成されていないばかりか、その事
業者に対しても新たな負担を強いているの
ではないかと感じております。これは事業
者の努力の足りなさではなく、依頼者であ
る町が目標設定をしないまま、財政支援を
し続けている相手任せの手法の誤りと言わ
ざるを得ません。任期通算８年の最後の決
議に際し、行政の町おこし事業について委
託の姿勢、成果物目標の設定のないままの
予算づけについて大幅な今後の見直しをす
る強い要望を込め、反対の討論とさせてい
ただきます。

賛成討論反対討論 服部 圭子議員 佐伯 好典議員

付帯意見
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　本日、執行部から詳細な説明を受け、活発かつ慎重な審議を行った結果、一般会計補正
予算については賛成多数、国民健康保険特別会計補正予算及び地域振興券交付事業特別会
計補正予算については、全員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
　今回の補正予算では、当初予算編成以降に生じた新型コロナワクチン接種費用、医療機
関に対する新型コロナ感染対策補助金、公共施設・学校施設における新型コロナウイルス
感染予防対策経費、低所得者の子育て世帯生活支援特別給付金、プレミアム付地域振興券
の発行、ウェブ情報発信、町長・町議会議員・衆議院議員選挙に係る経費、会計年度任用
職員の人件費の調整などに取り組むこととされ、国や県の制度を有効に活用し、総合的に
適正かつ効果的な予算措置を認めるものであります。
　当初予算に盛り込まれた事業についても、迅速かつ効率的に推進され、一層の事業効果
が上がるよう期待するものであります。

１．コロナ対策の第三次の補助金が交付された。医療機関、従事者への慰労と町の住民に対する支援を
　　中心に、対策事業を有効に活用されたい。
２．プレミアム振興券の交付事業は、できるだけ早期に実施されるよう努められたい。
３．クオーレふれあいの里のwifi整備事業については、整備して終わらないように、その事業目標を定
　　めて進まれたい。
４．町のWebメディア構築について、期待をしているが、今までのメディア事業が、いまひとつその成
　　果を出されていない。到達目標を定めた上で委託事業を推進され、効果がなかった場合は事業見直
　　しを行われたい。
５．事業予算内容について、必要性は十分理解するが、議論が十分でないものがある。今一度、関係機
　　関で十分に議論し、町民に説明できるものとして取り組まれたい。

●
新
た
な
働
き
方
改
革
雇
用
確
保

対
策
事
業
補
助
金

問
　
そ
の
効
果
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答
　
新
た
な
働
き
方
改
革
と
い
う
こ
と

で
昨
年
度
か
ら
移
住
交
流
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
で
町
内
の
企
業
の
紹
介
等
を
オ

ン
ラ
イ
ン
で
行
う
取
組
を
行
っ
て
お
り
、

企
業
の
魅
力
を
十
分
引
き
出
せ
る
も
の

と
考
え
る
。

●
行
政
手
続
等
に
お
け
る
書
面
規

制
、押
印
、対
面
規
制
の
見
直
し

支
援
業
務

問
　
見
直
し
支
援
業
務
は
、書
面
規
制

押
印
対
面
規
制
と
あ
る
が
ど
の
よ
う
か
。

答
　
押
印
に
係
る
規
定
が
あ
る
例
規

は
、数
多
く
あ
り
、本
当
に
押
印
が
必
要

で
あ
る
か
の
洗
い
出
し
と
、条
例
や
規
則

の
改
正
ま
で
の
支
援
を
委
託
す
る
も
の

で
あ
る
。

●
ウ
ェ
ブ
メ
デ
ィ
ア
制
作
委
託
料

問
　
３
年
ほ
ど
前
に
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

見
直
し
を
行
っ
て
い
た
が
、メ
デ
ィ
ア
の

総
合
的
な
管
理
も
必
要
で
は
な
い
か
。

答
　
今
あ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
変
更
で

な
く
、新
し
く
作
る
ウ
ェ
ブ
メ
デ
ィ
ア
の

デ
ザ
イ
ン
や
ペ
ー
ジ
を
構
成
す
る
た
め
に

必
要
な
費
用
で
あ
る
。既
存
メ
デ
ィ
ア
の

管
理
に
つ
い
て
も
今
後
意
見
を
取
り
入

れ
な
が
ら
進
め
た
い
。

●
財
政
管
理
事
務
費

問
　
行
財
政
改
革
推
進
協
議
会
の
会
議

が
１
回
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
。ほ
と
ん

ど
協
議
さ
れ
て
い
な
い
状
況
は
問
題
で

は
な
い
か
。

答
　
行
革
の
中
身
に
つ
い
て
は
不
十
分

な
と
こ
ろ
も
あ
り
継
続
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。第
６
次
か
ら
第
７
次
に
向
け
て

内
部
で
も
検
討
し
、仕
切
り
直
し
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

●
が
ん
患
者
医
療
用
ウ
イ
ッ
グ
購
入

費
助
成
金

問
　
ウ
イ
ッ
グ
や
乳
房
補
正
具
等
に
つ
い

て
の
購
入
費
は
２
万
円
以
上
す
る
が
、

も
っ
と
増
額
す
べ
き
で
は
。

答
　
こ
の
制
度
は
、県
の
制
度
で
２
万
円

の
購
入
に
対
し
て
1
／
2
額
の
１
万
円

が
助
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、利
用
者

は
、県
と
町
と
両
方
へ
の
申
請
が
必
要
で

あ
っ
た
も
の
を
町
へ
の
申
請
だ
け
で
助
成

が
受
け
れ
る
よ
う
対
応
し
た
も
の
で
あ

る
。た
だ
、実
情
に
照
ら
し
総
額
２
万
円

が
低
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、町
の
上
乗

せ
額
を
増
や
す
こ
と
も
検
討
し
た
い
。

●
町
単
林
道
整
備
事
業
補
助
金

問
　
ウ
ッ
ド
シ
ョッ
ク
の
関
係
で
木
材
需

要
も
あ
り
、林
道
開
設
や
修
繕
を
希
望

さ
れ
る
方
も
あ
る
と
考
え
る
が
、制
度
周

知
や
対
象
林
家
、補
正
額
の
２
０
０
万
円

も
含
め
執
行
状
況
は
ど
う
か
。

答
　
現
在
ま
で
に
申
請
が
３
件
あ
り
、補

助
額
と
し
て
６１
万
円
と
な
っ
て
い
る
。残

額
と
し
て
は
４０
万
円
程
度
で
あ
り
、必
要

で
あ
る
な
ら
補
正
予
算
の
要
求
も
考
え

た
い
。今
回
の
２
０
０
万
円
は
森
林
組
合

へ
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

●
町
民
会
館
維
持
管
理
事
業

問
　
当
初
予
算
の
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の

修
繕
費
用
１
４
０
万
円
で
は
不
足
と
い

う
こ
と
か
。今
回
と
合
わ
せ
る
と
２
０
６

万
円
の
修
繕
費
だ
が
ど
の
よ
う
か
。

答
　
今
回
の
修
繕
で
、現
在
よ
り
も
良
く

な
る
と
考
え
て
い
る
。修
繕
に
つ
い
て
は
、

オ
ル
ガ
ン
の
点
検
も
し
て
頂
い
て
い
る
町

内
の
専
門
家
に
お
願
い
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

●
防
災
対
策
備
品
購
入
費

問
　
防
災
対
策
の
備
品
購
入
費
で
あ
る

が
、学
校
施
設
に
は
何
を
揃
え
て
、ど
の

よ
う
に
な
る
の
か
。

答
　
各
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
を
基
幹
避

難
所
と
し
て
運
営
す
る
た
め
、簡
易
テ
ン

ト
や
つ
い
立
な
ど
の
防
災
対
策
備
品
を

購
入
し
、保
管
倉
庫
を
整
備
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
基
幹

避
難
所
だ
け
で
避
難
者
を
収
容
で
き
な

い
場
合
、各
小
中
学
校
７
校
の
体
育
館
な

ど
を
避
難
所
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に

な
る
。そ
の
場
合
に
防
災
対
策
備
品
を
保

管
す
る
場
所
が
無
く
、有
事
の
際
に
必
要

数
を
搬
送
す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
、予

め
防
災
専
用
の
倉
庫
を
整
備
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

※
質
疑
応
答
は
抜
粋
し
て
紹
介
し
て
お

　
り
ま
す
。

予算審査特別委員会

令和３年度補正予算を徹底チェック

審 査 意 見 （予算審査特別委員会 委員長 梅田 みつよ） 予
算
審
査
に
お
け
る
審
査
意
見

　出口が見えなかったコロナ禍も、ワクチン接種によ
り、ようやく明かりが見えてきたように思います。今
回の補正予算では、コロナワクチン接種及び、その体
制作りの予算が組まれており、接種を希望される町民
に安心かつ迅速に接種される体制を作り、コロナ禍の
収束に向けての動きが加速することに期待します。ま
た日頃の医療に加え、コロナ禍で大きな負担をおかけ
している医療従事者の方々に対しての商品券配布で、
少しでも感謝とねぎらいの気持ちが伝わることを願い
ます。町民に対しても、プレミアム商品券の発行予算
が組まれ、コロナ禍でも、少しでも明るい話題の提供
になることも願います。クオーレのワーケーション推
進のWi－Fi整備やウェブメディアの作成についても、
アフターコロナに向け、都市部の人々の意識が変わる
中、これをチャンスと捉え、積極的な営業と工夫によ
り、新たな関係人口創出のため、さらなる努力を願い
ます。最後になりますが、コロナ禍から、一刻も早い
脱却を目指し、よりよいアフターコロナの変革におい
て、行政、議会の役割はさらに大きく重要であり、町
民の期待も大きくなっています。８月の選挙から多く
のことが公費で賄われるように改正が行わました。こ
れが少しでも議員のなり手不足解消に繋がり、改選後
の議会では、さらなる理解力の向上を目指した活発な
議会になるよう期待し、令和３年度一般会計補正予算
および２つの特別会計補正予算について賛成をしま
す。

　クオーレのワーケーション事業について
は、明確な事業目標を示さずにクオーレの
里で実施、事業計画の成果が得られるよう
な、予算の執行である十分な説明が得られ
なかったこと。そして、ウェブメディア制
作委託料ではその成果目標を指示した上の
契約かどうかについて十分な説明が認めら
れませんでした。委託先には、すでに560
万円も予算化されている上での委託料でし
たので反対しました。さらに、第３セク
ターやお茶の輸出等、町おこしの事業の成
果は、達成されていないばかりか、その事
業者に対しても新たな負担を強いているの
ではないかと感じております。これは事業
者の努力の足りなさではなく、依頼者であ
る町が目標設定をしないまま、財政支援を
し続けている相手任せの手法の誤りと言わ
ざるを得ません。任期通算８年の最後の決
議に際し、行政の町おこし事業について委
託の姿勢、成果物目標の設定のないままの
予算づけについて大幅な今後の見直しをす
る強い要望を込め、反対の討論とさせてい
ただきます。

賛成討論反対討論 服部 圭子議員 佐伯 好典議員
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佐伯好典 議員

問問
　行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
普
及
が
欠
か
せ
な
い
が
、
町

の
取
り
組
み
と
現
状
を
聞
き
た
い
。

藤
井
町
民
課
長

答
　な
か
な
か
普
及
が
進
ん
で
い
な
い

の
が
現
状
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
、
メ

リ
ッ
ト
を
感
じ
に
く
い
こ
と
が
原
因
と

言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
本

人
確
認
と
、
確
定
申
告
な
ど
で
利
用
で

き
る
ほ
か
、
10
月
に
は
健
康
保
険
証
と

し
て
、
令
和
6
年
に
は
運
転
免
許
証
と

の
一
体
化
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
町

に
お
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
手
続

き
を
始
め
、
い
つ
で
も
コ
ン
ビ
ニ
で
住

民
票
等
各
種
証
明
書
の
取
得
が
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
の
検
討
を
し
て
い
る
、
コ
ン

ビ
ニ
交
付
に
つ
い
て
は
多
額
の
費
用 

が
か
か
る
た
め
費
用
対
効
果
な
ど
を
総

合
的
に
考
え
判
断
し
た
い
。
交
付
率
は

5
月
末
現
在
で
約
34
%
、
申
請
後
交
付

待
ち
を
合
わ
せ
る
と
約
40
%
で
あ
る
。

再
質
問

　他
自
治
体
と
比
べ
て
ど
う
か

藤
井
町
民
課
長

答
　全
国
で
は
30
%
、
岐
阜
県
全
体

で
は
約
27
%
で
あ
る
。
こ
こ
数
ヶ
月

の
伸
び
率
が
好
調
で
あ
り
、
そ
の
理

由
は
各
地
区
の
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

の
職
員
に
よ
る
住
民
へ
の
呼
び
か
け

に
あ
る
と
思
う
、
普
及
に
は
そ
う

い
っ
た
努
力
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

問
　デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
た
め
の

組
織
づ
く
り
が
必
要
だ
と
考
え
る
が
、

計
画
は
あ
る
か

長
尾
企
画
課
長

答
　デ
ジ
タ
ル
化
に
は
役
場
内
と
地
域

内
、
二
つ
の
計
画
が
必
要
だ
と
考
え

る
、
ま
ず
は
役
場
内
の
D
X
を
進
め
る

た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち

上
げ
課
題
の
洗
い
出
し
を
行
な
っ
て
い

く
、
推
進
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
地
域

お
こ
し
企
業
人
も
活
用
し
て
い
く
。

問
　G
I
G
A
（
ギ
ガ
）
ス
ク
ー
ル
構

想
で
導
入
さ
れ
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
つ
い

て
使
用
し
て
い
る
学
校
と
使
用
し
て
い

な
い
学
校
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
現

状
は
ど
う
か
?

鈴
村
教
育
長

答
　ど
の
よ
う
に
進
め
る
か
は
学
校
に

任
せ
て
い
る
の
で
、
差
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、

差
と
い
う
よ
り
進
め
方
の
特
徴
で
あ

り
、
や
が
て
差
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
は

な
く
な
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。

再
質
問
　
来
年
の
4
月
の
統
合
を
控
え

た
佐
見
と
白
川
で
は
そ
の
是
正
が
必
要

で
は
な
い
か
?

鈴
村
教
育
長

答
　G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
以
前
か

ら
一
人
一
台
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
導
入
し
て

い
る
学
校
が
あ
る
が
、
高
度
な
内
容
を

扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
学
生

が
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
道
具
と
し
て
使
う
よ

う
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
差
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。

再
質
問
　
楽
観
的
で
は
な
い
か
。
両
校

へ
現
状
の
認
識
を
促
し
、
教
育
委
員
会

か
ら
指
導
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
?

鈴
村
教
育
長

答

　決
し
て
楽
観
的
で
は
な
い
。

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
タ
ブ
レ
ッ
ト
は
使

用
し
な
く
て
も
、
既
存
の
タ
ブ
レ
ッ
ト

等
は
授
業
で
頻
繁
に
使
用
し
て
お
り
、

指
導
の
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
質
問

の
よ
う
な
声
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

校
長
会
等
で
伝
え
て
お
く
。

問
　
昨
年
の
答
弁
に
あ
っ
た
情
報
教
育

研
究
会
の
現
状
と
方
向
性
を
お
聞
き
し

た
い
。

鈴
村
教
育
長

答
　昨
年
と
一
昨
年
、
教
育
委
員
会
事

務
局
と
教
務
主
任
、
情
報
教
育
研
究
会

委
員
ら
で
小
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
教
育
の
指
導
計
画
を
作
成
し
、

実
践
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
3
の

技
術
科
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
教
材
用

の
ド
ロ
ー
ン
も
導
入
し
て
い
る
。
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
道
具
と
し
て
使
う
場
合
、
い

く
ら
で
も
方
法
が
あ
り
、
そ
の
指
導
計

画
は
作
成
し
な
い
。
I
C
T
活
用
の
教

員
研
修
は
町
教
委
、
県
教
委
で
準
備
し

て
い
る
。
従
っ
て
、
本
年
度
の
情
報
教

育
研
究
会
は
行
わ
な
い
。
タ
ブ
レ
ッ
ト

活
用
の
方
向
性
と
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を

自
ら
の
課
題
解
決
の
道
具
の
一
つ
と
し

て
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。

再
質
問
　
中
学
生
へ
の
計
画
は
無
い
と

言
う
こ
と
だ
が
、
町
と
し
て
学
校
全
体

の
推
進
計
画
が
必
要
で
は
な
い
か
。

鈴
村
教
育
長

答
　タ
ブ
レ
ッ
ト
は
教
科
指
導
等
で
随

時
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
生

徒
が
こ
れ
を
道
具
と
し
て
使
え
る
よ
う

に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い

た
だ
き
た
い
。

白
川
町
の
D
X
戦
略
の
推
進
を

梅田みつよ 議員

問

た
だ
い
て
い
る
。介
護
を
必
要
と
さ
れ
る

方
に
は
、付
き
添
い
人
の
方
の
同
行
を
積

極
的
に
お
願
い
し
て
い
る
。

問

　こ
れ
ま
で
の
接
種
の
中
で
、ア
ナ

フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョッ
ク
の
よ
う
な
重
篤

状
態
の
発
症
は
あ
っ
た
か
。そ
う
い
っ
た

場
合
は
、ど
の
よ
う
に
連
携
し
て
対
応
を

行
っ
て
い
る
か
。（
ま
た
は
予
定
か
）

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　こ
れ
ま
で
重
篤
症
状
の
発
症
し
た

人
は
な
い
が
、も
し
そ
う
い
っ
た
状
況
と

な
っ
て
も
、す
ぐ
緊
急
救
急
医
療
処
置
に

繋
げ
ら
れ
る
よ
う
対
策
を
し
て
い
る
。

問
　
こ
れ
か
ら
の
時
期
に
向
け
、マ
ス
ク

着
用
と
そ
れ
に
よ
る
熱
中
症
の
対
策
は

ど
の
よ
う
に
進
む
の
か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　関
係
機
関
と
連
携
を
協
議
し
な
が

ら
、
必
要
な
対
策
を
進
め
て
い
き
た

い
。

問
　
接
種
会
場
の
健
遊
館
は
、
駐
車
場

等
の
交
通
誘
導
を
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
に
委
託
し
て
い
る
。
接
種
会
場
ま

で
の
案
内
と
、
交
通
誘
導
の
人
員
が
不

足
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
策
は
な
い

か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　予
算
等
を
、今
一
度
検
討
し
、対
策

を
考
え
て
い
く
。

問
　
令
和
2
年
12
月
、町
長
は
残
土
を

地
場
産
業
の
振
興
に
生
か
し
た
い
と
述

べ
ら
れ
、補
正
予
算
で
測
量
費
を
計
上
す

る
と
発
言
し
た
。そ
の
後
地
元
に
具
体
的

な
話
が
な
い
の
で
計
画
に
つ
い
て
問
う
。

          

横
家
町
長

答
　任
期
中
に
は
実
現
で
き
な
い
が
、地

場
産
業
へ
生
か
す
計
画
は
引
き
継
い
で

も
ら
い
た
い
。

問
　
横
家
町
政
で
公
園
整
備
は
実
現
し

な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
原
因
を
問
う
。

              

長
尾
企
画
課
長

答
　直
接
要
望
を
聞
く
機
会
も
な
く
、

検
討
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

                

横
家
町
長

答
　個
人
と
し
て
は
公
園
な
ど
も
あ
っ

た
方
が
良
い
と
思
う
が
、今
の
町
政
に
お

け
る
優
先
順
位
と
し
て
は
高
い
と
は
考

え
て
い
な
い
。大
野
台
は
、ふ
る
さ
と
会

で
枝
垂
れ
桜
公
園
と
な
る
よ
う
支
援
し

て
き
た
。今
後
の
公
園
整
備
は
、ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
を
活
用
し
て
は

ど
う
か
と
考
え
る
。

問
　
町
長
退
任
に
あ
た
り
町
の
未
来
が

描
け
る
よ
う
に
、こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
努
力
さ
れ
、そ
れ
は
ど
の
よ
う
に

引
き
継
が
れ
る
の
か
。

             

横
家
町
長

答
　近
未
来
の
姿
は
、第
6
次
総
合
計

画
に
盛
り
込
み
、そ
の
目
標
を
成
し
遂
げ

ら
れ
る
よ
う
に
体
制
を
整
え
て
き
た
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
状
況
は

問
国
道
41
号
上
麻
生
防
災
の

ト
ン
ネ
ル
残
土
は

4
人
の
議
員
が
登
壇

一
般
質
問

問
町
の
公
園
整
備
は

問
横
家
町
長
の
退
任
に
つ
い
て

　（
６
月
17
日
定
例
会
に
て
）

問
　令
和
3
年
4
月
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
ん
で
い
る
。白
川
町

に
お
け
る
接
種
の
進
捗
状
況
は
ど
の
よ

う
か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　医
療
福
祉
従
事
者
と
施
設
入
所
高

齢
者
等
の
優
先
接
種
対
象
者
に
続
い
て
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
7
月
末
の
終
了

を
目
標
に
接
種
を
進
め
て
い
る
。65
歳
未

満
の
方
に
つ
い
て
も
優
先
順
位
を
検
討

し
な
が
ら
接
種
を
進
め
て
い
く
。

問
　バ
ス
の
利
用
状
況
は
ど
の
よ
う
か
。

付
き
添
い
同
行
人
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　バ
ス
は
多
く
の
町
民
に
ご
利
用
い
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問問
　行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
普
及
が
欠
か
せ
な
い
が
、
町

の
取
り
組
み
と
現
状
を
聞
き
た
い
。

藤
井
町
民
課
長

答
　な
か
な
か
普
及
が
進
ん
で
い
な
い

の
が
現
状
で
あ
り
、
そ
の
必
要
性
、
メ

リ
ッ
ト
を
感
じ
に
く
い
こ
と
が
原
因
と

言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
本

人
確
認
と
、
確
定
申
告
な
ど
で
利
用
で

き
る
ほ
か
、
10
月
に
は
健
康
保
険
証
と

し
て
、
令
和
6
年
に
は
運
転
免
許
証
と

の
一
体
化
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
町

に
お
い
て
は
、
子
育
て
に
関
す
る
手
続

き
を
始
め
、
い
つ
で
も
コ
ン
ビ
ニ
で
住

民
票
等
各
種
証
明
書
の
取
得
が
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
の
検
討
を
し
て
い
る
、
コ
ン

ビ
ニ
交
付
に
つ
い
て
は
多
額
の
費
用 

が
か
か
る
た
め
費
用
対
効
果
な
ど
を
総

合
的
に
考
え
判
断
し
た
い
。
交
付
率
は

5
月
末
現
在
で
約
34
%
、
申
請
後
交
付

待
ち
を
合
わ
せ
る
と
約
40
%
で
あ
る
。

再
質
問

　他
自
治
体
と
比
べ
て
ど
う
か

藤
井
町
民
課
長

答
　全
国
で
は
30
%
、
岐
阜
県
全
体

で
は
約
27
%
で
あ
る
。
こ
こ
数
ヶ
月

の
伸
び
率
が
好
調
で
あ
り
、
そ
の
理

由
は
各
地
区
の
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

の
職
員
に
よ
る
住
民
へ
の
呼
び
か
け

に
あ
る
と
思
う
、
普
及
に
は
そ
う

い
っ
た
努
力
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

問
　デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進
す
る
た
め
の

組
織
づ
く
り
が
必
要
だ
と
考
え
る
が
、

計
画
は
あ
る
か

長
尾
企
画
課
長

答
　デ
ジ
タ
ル
化
に
は
役
場
内
と
地
域

内
、
二
つ
の
計
画
が
必
要
だ
と
考
え

る
、
ま
ず
は
役
場
内
の
D
X
を
進
め
る

た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち

上
げ
課
題
の
洗
い
出
し
を
行
な
っ
て
い

く
、
推
進
計
画
策
定
に
あ
た
り
、
地
域

お
こ
し
企
業
人
も
活
用
し
て
い
く
。

問
　G
I
G
A
（
ギ
ガ
）
ス
ク
ー
ル
構

想
で
導
入
さ
れ
た
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
つ
い

て
使
用
し
て
い
る
学
校
と
使
用
し
て
い

な
い
学
校
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
現

状
は
ど
う
か
?

鈴
村
教
育
長

答
　ど
の
よ
う
に
進
め
る
か
は
学
校
に

任
せ
て
い
る
の
で
、
差
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
た
だ
、

差
と
い
う
よ
り
進
め
方
の
特
徴
で
あ

り
、
や
が
て
差
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
は

な
く
な
っ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
。

再
質
問
　
来
年
の
4
月
の
統
合
を
控
え

た
佐
見
と
白
川
で
は
そ
の
是
正
が
必
要

で
は
な
い
か
?

鈴
村
教
育
長

答
　G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
構
想
以
前
か

ら
一
人
一
台
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
導
入
し
て

い
る
学
校
が
あ
る
が
、
高
度
な
内
容
を

扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
学
生

が
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
道
具
と
し
て
使
う
よ

う
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
差
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。

再
質
問
　
楽
観
的
で
は
な
い
か
。
両
校

へ
現
状
の
認
識
を
促
し
、
教
育
委
員
会

か
ら
指
導
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
?

鈴
村
教
育
長

答

　決
し
て
楽
観
的
で
は
な
い
。

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
タ
ブ
レ
ッ
ト
は
使

用
し
な
く
て
も
、
既
存
の
タ
ブ
レ
ッ
ト

等
は
授
業
で
頻
繁
に
使
用
し
て
お
り
、

指
導
の
必
要
は
な
い
。
た
だ
し
、
質
問

の
よ
う
な
声
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

校
長
会
等
で
伝
え
て
お
く
。

問
　
昨
年
の
答
弁
に
あ
っ
た
情
報
教
育

研
究
会
の
現
状
と
方
向
性
を
お
聞
き
し

た
い
。

鈴
村
教
育
長

答
　昨
年
と
一
昨
年
、
教
育
委
員
会
事

務
局
と
教
務
主
任
、
情
報
教
育
研
究
会

委
員
ら
で
小
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
教
育
の
指
導
計
画
を
作
成
し
、

実
践
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
3
の

技
術
科
で
使
用
で
き
る
よ
う
に
教
材
用

の
ド
ロ
ー
ン
も
導
入
し
て
い
る
。
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
道
具
と
し
て
使
う
場
合
、
い

く
ら
で
も
方
法
が
あ
り
、
そ
の
指
導
計

画
は
作
成
し
な
い
。
I
C
T
活
用
の
教

員
研
修
は
町
教
委
、
県
教
委
で
準
備
し

て
い
る
。
従
っ
て
、
本
年
度
の
情
報
教

育
研
究
会
は
行
わ
な
い
。
タ
ブ
レ
ッ
ト

活
用
の
方
向
性
と
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を

自
ら
の
課
題
解
決
の
道
具
の
一
つ
と
し

て
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。

再
質
問
　
中
学
生
へ
の
計
画
は
無
い
と

言
う
こ
と
だ
が
、
町
と
し
て
学
校
全
体

の
推
進
計
画
が
必
要
で
は
な
い
か
。

鈴
村
教
育
長

答
　タ
ブ
レ
ッ
ト
は
教
科
指
導
等
で
随

時
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
生

徒
が
こ
れ
を
道
具
と
し
て
使
え
る
よ
う

に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い

た
だ
き
た
い
。

白
川
町
の
D
X
戦
略
の
推
進
を

梅田みつよ 議員

問

た
だ
い
て
い
る
。介
護
を
必
要
と
さ
れ
る

方
に
は
、付
き
添
い
人
の
方
の
同
行
を
積

極
的
に
お
願
い
し
て
い
る
。

問

　こ
れ
ま
で
の
接
種
の
中
で
、ア
ナ

フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
シ
ョッ
ク
の
よ
う
な
重
篤

状
態
の
発
症
は
あ
っ
た
か
。そ
う
い
っ
た

場
合
は
、ど
の
よ
う
に
連
携
し
て
対
応
を

行
っ
て
い
る
か
。（
ま
た
は
予
定
か
）

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　こ
れ
ま
で
重
篤
症
状
の
発
症
し
た

人
は
な
い
が
、も
し
そ
う
い
っ
た
状
況
と

な
っ
て
も
、す
ぐ
緊
急
救
急
医
療
処
置
に

繋
げ
ら
れ
る
よ
う
対
策
を
し
て
い
る
。

問
　
こ
れ
か
ら
の
時
期
に
向
け
、マ
ス
ク

着
用
と
そ
れ
に
よ
る
熱
中
症
の
対
策
は

ど
の
よ
う
に
進
む
の
か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　関
係
機
関
と
連
携
を
協
議
し
な
が

ら
、
必
要
な
対
策
を
進
め
て
い
き
た

い
。

問
　
接
種
会
場
の
健
遊
館
は
、
駐
車
場

等
の
交
通
誘
導
を
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
に
委
託
し
て
い
る
。
接
種
会
場
ま

で
の
案
内
と
、
交
通
誘
導
の
人
員
が
不

足
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
策
は
な
い

か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　予
算
等
を
、今
一
度
検
討
し
、対
策

を
考
え
て
い
く
。

問
　
令
和
2
年
12
月
、町
長
は
残
土
を

地
場
産
業
の
振
興
に
生
か
し
た
い
と
述

べ
ら
れ
、補
正
予
算
で
測
量
費
を
計
上
す

る
と
発
言
し
た
。そ
の
後
地
元
に
具
体
的

な
話
が
な
い
の
で
計
画
に
つ
い
て
問
う
。

          

横
家
町
長

答
　任
期
中
に
は
実
現
で
き
な
い
が
、地

場
産
業
へ
生
か
す
計
画
は
引
き
継
い
で

も
ら
い
た
い
。

問
　
横
家
町
政
で
公
園
整
備
は
実
現
し

な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
原
因
を
問
う
。

              

長
尾
企
画
課
長

答
　直
接
要
望
を
聞
く
機
会
も
な
く
、

検
討
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

                

横
家
町
長

答
　個
人
と
し
て
は
公
園
な
ど
も
あ
っ

た
方
が
良
い
と
思
う
が
、今
の
町
政
に
お

け
る
優
先
順
位
と
し
て
は
高
い
と
は
考

え
て
い
な
い
。大
野
台
は
、ふ
る
さ
と
会

で
枝
垂
れ
桜
公
園
と
な
る
よ
う
支
援
し

て
き
た
。今
後
の
公
園
整
備
は
、ク
ラ
ウ

ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
を
活
用
し
て
は

ど
う
か
と
考
え
る
。

問
　
町
長
退
任
に
あ
た
り
町
の
未
来
が

描
け
る
よ
う
に
、こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
努
力
さ
れ
、そ
れ
は
ど
の
よ
う
に

引
き
継
が
れ
る
の
か
。

             

横
家
町
長

答
　近
未
来
の
姿
は
、第
6
次
総
合
計

画
に
盛
り
込
み
、そ
の
目
標
を
成
し
遂
げ

ら
れ
る
よ
う
に
体
制
を
整
え
て
き
た
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
状
況
は

問
国
道
41
号
上
麻
生
防
災
の

ト
ン
ネ
ル
残
土
は

4
人
の
議
員
が
登
壇

一
般
質
問

問
町
の
公
園
整
備
は

問
横
家
町
長
の
退
任
に
つ
い
て

　（
６
月
17
日
定
例
会
に
て
）

問
　令
和
3
年
4
月
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
ん
で
い
る
。白
川
町

に
お
け
る
接
種
の
進
捗
状
況
は
ど
の
よ

う
か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　医
療
福
祉
従
事
者
と
施
設
入
所
高

齢
者
等
の
優
先
接
種
対
象
者
に
続
い
て
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
は
7
月
末
の
終
了

を
目
標
に
接
種
を
進
め
て
い
る
。65
歳
未

満
の
方
に
つ
い
て
も
優
先
順
位
を
検
討

し
な
が
ら
接
種
を
進
め
て
い
く
。

問
　バ
ス
の
利
用
状
況
は
ど
の
よ
う
か
。

付
き
添
い
同
行
人
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　バ
ス
は
多
く
の
町
民
に
ご
利
用
い
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問問

　「
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
町

長
・
議
員
（
以
下
、
公
職
者
と
い
う
）

は
、
町
政
に
携
わ
る
責
務
を
自
覚
し
、

そ
の
品
位
及
び
名
誉
を
損
な
う
恐
れ
の

あ
る
行
為
を
慎
み
、
倫
理
基
準
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

こ
れ
は
行
政

法
を
専
門
の
ひ
と
つ
と
す
る
法
学
者

で
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
斎
藤
文
男

氏
に
よ
る
著
作
『
政
治
倫
理
条
例
の
す

べ
て
』
に
記
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

　こ
の
条
例
で
は
、
仮
に
政
治
倫
理
条

例
に
違
反
し
た
場
合
は
、
政
治
的
制
裁

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
違
反
者
の
氏

名
を
必
ず
公
表
し
、
重
大
な
違
反
に
は

解
職
も
あ
り
う
る
と
し
、
条
例
違
反
に

は
〝
目
こ
ぼ
し
な
く
〞
社
会
的
制
裁
を

科
せ
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
条
例
を
つ
く
る
必
要
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
住
民
の
代
表
者

た
る
こ
れ
ら
公
職
者
の
政
治
倫
理
責
任

は
主
権
者
・
住
民
に
対
し
て
負
う
以

上
、
住
民
の
自
身
の
手
に
よ
っ
て
追
及

す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
条
例
が
住
民

の
調
査
請
求
権
を
保
障
し
、
住
民
参
加

の
審
査
会
が
違
反
者
に
対
し
必
要
な
措

置
を
勧
告
す
る
と
定
め
て
い
る
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。

　選
挙
で
選
ば
れ
た
町
長
・
議
員
は
町

民
の
政
治
に
対
す
る
信
頼
確
保
を
両
立

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た

取
り
組
み
に
つ
い
て
の
考
え
を
お
聞
き

し
た
い
。

 

安
江
総
務
課
長

答
　白
川
町
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

こ
の
条
例
を
あ
え
て
制
定
し
よ
う
と
す

る
ま
で
の
動
き
は
無
か
っ
た
が
、
今
定

例
会
で
議
会
基
本
条
例
を
制
定
さ
れ
た

の
で
、
議
会
が
先
行
し
て
倫
理
条
例
制

定
に
動
か
れ
る
の
か
、
町
も
足
並
み
を

そ
ろ
え
て
検
討
し
て
い
く
の
か
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
事

を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
の
で
、
今

後
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
制
定
す
る
の

か
、
そ
の
必
要
性
を
含
め
議
論
を
重
ね

研
究
を
進
め
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い

る
。

（
尚
、
再
質
問
等
で
町
長
・
副
町
長
・

教
育
長
へ
も
同
様
な
質
問
を
し
、
同
様

の
回
答
を
得
た
）

問
　2
歳
以
下
の
お
子
さ
ん
の
マ
ス
ク

着
用
は
危
険
が
大
き
い
と
日
本
小
児 

科
医
会
か
ら
の
呼
び
か
け
が
あ
る
。
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
内
で
の
対
応
は 

ど
の
よ
う
か
。

大
岩
教
育
課
長

答
　施
設
内
で
マ
ス
ク
着
用
は
求
め
て

お
ら
ず
、
保
育
園
の
未
満
児
に
つ
い 

て
も
同
様
で
あ
る
。
保
護
者
や
保
育
士

の
着
用
は
必
須
に
し
て
い
る
が
、
子 

ど
も
は
マ
ス
ク
着
用
に
よ
る
危
険
性
を

考
慮
し
着
用
な
し
で
生
活
し
て
い 

る
。
一
方
で
感
染
予
防
対
策
と
し
て
、

保
育
士
が
密
に
な
ら
な
い
よ
う
留
意 

し
、
付
き
添
い
な
が
ら
手
洗
い
、
換
気

や
体
調
管
理
に
心
が
け
、
保
育
を
実 

施
し
て
い
る
。

問
　W
H
O
で
は
、
5
歳
以
下
の
子
ど

も
の
マ
ス
ク
着
用
は
不
要
と
し
て
い 

る
。
発
達
上
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
保
育
園
児
の
マ
ス
ク
着
用
に 

つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。大

岩
教
育
課
長

答
　昨
年
5
月
に
出
さ
れ
た
「
保
育
現

場
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
」
で
は
、
マ
ス
ク
不
要
と

は
言
っ
て
お
ら
ず
、
町
内
の
3
歳
以
上

児
は
で
き
る
限
り
、
マ
ス
ク
着
用
で
園

生
活
を
送
っ
て
い
る
。
熱
中
症
の
心
配

に
対
し
て
は
エ
ア
コ
ン
の
あ
る
部
屋
で

換
気
、
充
分
な
水
分
補
給
に
心
が
け
て

い
る
。
保
育
士
の
感
染
対
策
と
し
て

は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
等
を
行
い
、
1
日

で
も
早
く
マ
ス
ク
な
し
で
の
保
育
に
な

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

問
　小
中
学
生
の
マ
ス
ク
着
用
に
つ
い

て
、
あ
る
医
師
は
①
熱
中
症
の
問
題 

②
口
呼
吸
に
よ
る
感
染
リ
ス
ク 

③
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
　④
社
会
交

流
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
精
神
状
態
、
情

緒
へ
の
問
題
　⑤
口
元
を
触
る
機
会
が

増
え
る
た
め
の
感
染
の
問
題
　⑥
不
衛

生
な
マ
ス
ク
管
理 

⑦
低
酸
素
の
問
題

の
7
つ
の
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

白
川
町
政
治
倫
理
条
例
制
定

に
向
け
て

問
コ
ロ
ナ
感
染
者
重
症
化

予
防
対
策
に
つ
い
て

問
　マ
ス
ク
問
題
へ
の
考
慮
を

鈴
村
教
育
長

答
　医
師
が
公
表
し
て
い
る
動
画
を
確

認
し
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
は
、
マ
ス
ク
を
し
な
い
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
で
は
感
染
症
の
リ
ス
ク
が

高
ま
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
①
の
熱
中

症
の
問
題
は
、
暑
さ
指
数
に
注
意
し
、

冷
房
設
備
の
使
用
や
活
動
に
応
じ
た
休

憩
を
入
れ
、
水
分
補
給
を
す
る
な
ど
に

よ
っ
て
対
応
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、

マ
ス
ク
着
用
に
よ
る
リ
ス
ク
軽
減
に
つ

い
て
は
、
マ
ス
ク
を
外
し
て
も
よ
い
時

に
は
外
し
、
場
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

問

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

は
、
「
静
か
な
肺
炎
」
と
い
わ
れ
、
症

状
が
悪
く
な
っ
て
い
て
も
自
覚
症
状
が

な
い
場
合
が
あ
り
、
常
に
血
中
酸
素
の

濃
度
を
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
で
測

り
、
重
症
化
の
早
期
発
見
が
必
要
で

す
。
自
宅
待
機
者
に
、
貸
し
出
す
整
備

と
周
知
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　コ
ロ
ナ
感
染
者
、
濃
厚
接
触
者
の

情
報
は
、
保
健
所
で
し
か
把
握
さ
れ
て

お
ら
ず
、
重
症
化
予
防
等
に
町
が
積
極

的
に
対
応
す
る
の
は
難
し
い
状
況
で
あ

る
。
本
人
か
ら
の
申
し
出
等
に
よ
り
相

談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り

の
対
応
は
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
パ

ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

感
染
者
、
濃
厚
接
触
者
の
方
が
必
要
と

な
っ
た
場
合
に
備
え
て
3
台
保
有
し
て

い
る
。
保
健
所
に
は
町
か
ら
貸
し
出
し

可
能
な
こ
と
を
情
報
提
供
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
。
幸
い
感

染
者
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
現
在
ま

で
貸
し
出
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
そ
の
他
、
腹
臥
位
、
漢
方
薬
、
禁
煙

対
策
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
） ▲パルスオキシメーター

ゲーミフィケーションの活用で若年層に対する政治
への関心を高める「ゲーム限界都市」体験研修

一般社団法人　Do it yourself 　代表理事　東　善朗 先生

　一般社団法人 Do it yourself では若年層を対象に、楽しんでいるうちに、今ま
で知らなかった社会問題や政策の存在に気づく「ゲーム限界都市」を開発。１８歳
選挙権が１６年６月からスタートしているが、社会問題や政策に関心を持つ経験が
ないまま投票を行うケースも少なくない中、若者が慣れ親しむゲームを使って投票
率向上にも寄与しうる取組みを行っている、白川町議会では、少子化が進む本町
において、次世代を担う子どもたちへのまちづくりの関心を高めるための参考にな
ると考え、７月１３日に文教民生常任委員会において体験研修を行った。
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藤井宏之 議員

服部圭子 議員

問問

　「
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
町

長
・
議
員
（
以
下
、
公
職
者
と
い
う
）

は
、
町
政
に
携
わ
る
責
務
を
自
覚
し
、

そ
の
品
位
及
び
名
誉
を
損
な
う
恐
れ
の

あ
る
行
為
を
慎
み
、
倫
理
基
準
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」 

こ
れ
は
行
政

法
を
専
門
の
ひ
と
つ
と
す
る
法
学
者

で
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
の
斎
藤
文
男

氏
に
よ
る
著
作
『
政
治
倫
理
条
例
の
す

べ
て
』
に
記
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。

　こ
の
条
例
で
は
、
仮
に
政
治
倫
理
条

例
に
違
反
し
た
場
合
は
、
政
治
的
制
裁

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
違
反
者
の
氏

名
を
必
ず
公
表
し
、
重
大
な
違
反
に
は

解
職
も
あ
り
う
る
と
し
、
条
例
違
反
に

は
〝
目
こ
ぼ
し
な
く
〞
社
会
的
制
裁
を

科
せ
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
条
例
を
つ
く
る
必
要
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
住
民
の
代
表
者

た
る
こ
れ
ら
公
職
者
の
政
治
倫
理
責
任

は
主
権
者
・
住
民
に
対
し
て
負
う
以

上
、
住
民
の
自
身
の
手
に
よ
っ
て
追
及

す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
条
例
が
住
民

の
調
査
請
求
権
を
保
障
し
、
住
民
参
加

の
審
査
会
が
違
反
者
に
対
し
必
要
な
措

置
を
勧
告
す
る
と
定
め
て
い
る
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。

　選
挙
で
選
ば
れ
た
町
長
・
議
員
は
町

民
の
政
治
に
対
す
る
信
頼
確
保
を
両
立

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た

取
り
組
み
に
つ
い
て
の
考
え
を
お
聞
き

し
た
い
。

 

安
江
総
務
課
長

答
　白
川
町
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

こ
の
条
例
を
あ
え
て
制
定
し
よ
う
と
す

る
ま
で
の
動
き
は
無
か
っ
た
が
、
今
定

例
会
で
議
会
基
本
条
例
を
制
定
さ
れ
た

の
で
、
議
会
が
先
行
し
て
倫
理
条
例
制

定
に
動
か
れ
る
の
か
、
町
も
足
並
み
を

そ
ろ
え
て
検
討
し
て
い
く
の
か
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
事

を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
の
で
、
今

後
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
制
定
す
る
の

か
、
そ
の
必
要
性
を
含
め
議
論
を
重
ね

研
究
を
進
め
て
い
け
れ
ば
と
考
え
て
い

る
。

（
尚
、
再
質
問
等
で
町
長
・
副
町
長
・

教
育
長
へ
も
同
様
な
質
問
を
し
、
同
様

の
回
答
を
得
た
）

問
　2
歳
以
下
の
お
子
さ
ん
の
マ
ス
ク

着
用
は
危
険
が
大
き
い
と
日
本
小
児 

科
医
会
か
ら
の
呼
び
か
け
が
あ
る
。
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
内
で
の
対
応
は 

ど
の
よ
う
か
。

大
岩
教
育
課
長

答
　施
設
内
で
マ
ス
ク
着
用
は
求
め
て

お
ら
ず
、
保
育
園
の
未
満
児
に
つ
い 

て
も
同
様
で
あ
る
。
保
護
者
や
保
育
士

の
着
用
は
必
須
に
し
て
い
る
が
、
子 

ど
も
は
マ
ス
ク
着
用
に
よ
る
危
険
性
を

考
慮
し
着
用
な
し
で
生
活
し
て
い 

る
。
一
方
で
感
染
予
防
対
策
と
し
て
、

保
育
士
が
密
に
な
ら
な
い
よ
う
留
意 

し
、
付
き
添
い
な
が
ら
手
洗
い
、
換
気

や
体
調
管
理
に
心
が
け
、
保
育
を
実 

施
し
て
い
る
。

問
　W
H
O
で
は
、
5
歳
以
下
の
子
ど

も
の
マ
ス
ク
着
用
は
不
要
と
し
て
い 

る
。
発
達
上
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
保
育
園
児
の
マ
ス
ク
着
用
に 

つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。大

岩
教
育
課
長

答
　昨
年
5
月
に
出
さ
れ
た
「
保
育
現

場
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
」
で
は
、
マ
ス
ク
不
要
と

は
言
っ
て
お
ら
ず
、
町
内
の
3
歳
以
上

児
は
で
き
る
限
り
、
マ
ス
ク
着
用
で
園

生
活
を
送
っ
て
い
る
。
熱
中
症
の
心
配

に
対
し
て
は
エ
ア
コ
ン
の
あ
る
部
屋
で

換
気
、
充
分
な
水
分
補
給
に
心
が
け
て

い
る
。
保
育
士
の
感
染
対
策
と
し
て

は
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
等
を
行
い
、
1
日

で
も
早
く
マ
ス
ク
な
し
で
の
保
育
に
な

る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。

問
　小
中
学
生
の
マ
ス
ク
着
用
に
つ
い

て
、
あ
る
医
師
は
①
熱
中
症
の
問
題 

②
口
呼
吸
に
よ
る
感
染
リ
ス
ク 

③
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
　④
社
会
交

流
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
精
神
状
態
、
情

緒
へ
の
問
題
　⑤
口
元
を
触
る
機
会
が

増
え
る
た
め
の
感
染
の
問
題
　⑥
不
衛

生
な
マ
ス
ク
管
理 

⑦
低
酸
素
の
問
題

の
7
つ
の
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い

る
が
、
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。

白
川
町
政
治
倫
理
条
例
制
定

に
向
け
て

問
コ
ロ
ナ
感
染
者
重
症
化

予
防
対
策
に
つ
い
て

問
　マ
ス
ク
問
題
へ
の
考
慮
を

鈴
村
教
育
長

答
　医
師
が
公
表
し
て
い
る
動
画
を
確

認
し
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
は
、
マ
ス
ク
を
し
な
い
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
で
は
感
染
症
の
リ
ス
ク
が

高
ま
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
①
の
熱
中

症
の
問
題
は
、
暑
さ
指
数
に
注
意
し
、

冷
房
設
備
の
使
用
や
活
動
に
応
じ
た
休

憩
を
入
れ
、
水
分
補
給
を
す
る
な
ど
に

よ
っ
て
対
応
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、

マ
ス
ク
着
用
に
よ
る
リ
ス
ク
軽
減
に
つ

い
て
は
、
マ
ス
ク
を
外
し
て
も
よ
い
時

に
は
外
し
、
場
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

問

　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

は
、
「
静
か
な
肺
炎
」
と
い
わ
れ
、
症

状
が
悪
く
な
っ
て
い
て
も
自
覚
症
状
が

な
い
場
合
が
あ
り
、
常
に
血
中
酸
素
の

濃
度
を
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
で
測

り
、
重
症
化
の
早
期
発
見
が
必
要
で

す
。
自
宅
待
機
者
に
、
貸
し
出
す
整
備

と
周
知
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ど
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

三
宅
保
健
福
祉
課
長

答
　コ
ロ
ナ
感
染
者
、
濃
厚
接
触
者
の

情
報
は
、
保
健
所
で
し
か
把
握
さ
れ
て

お
ら
ず
、
重
症
化
予
防
等
に
町
が
積
極

的
に
対
応
す
る
の
は
難
し
い
状
況
で
あ

る
。
本
人
か
ら
の
申
し
出
等
に
よ
り
相

談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り

の
対
応
は
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
パ

ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

感
染
者
、
濃
厚
接
触
者
の
方
が
必
要
と

な
っ
た
場
合
に
備
え
て
3
台
保
有
し
て

い
る
。
保
健
所
に
は
町
か
ら
貸
し
出
し

可
能
な
こ
と
を
情
報
提
供
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
。
幸
い
感

染
者
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、
現
在
ま

で
貸
し
出
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
そ
の
他
、
腹
臥
位
、
漢
方
薬
、
禁
煙

対
策
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
） ▲パルスオキシメーター

ゲーミフィケーションの活用で若年層に対する政治
への関心を高める「ゲーム限界都市」体験研修

一般社団法人　Do it yourself 　代表理事　東　善朗 先生

　一般社団法人 Do it yourself では若年層を対象に、楽しんでいるうちに、今ま
で知らなかった社会問題や政策の存在に気づく「ゲーム限界都市」を開発。１８歳
選挙権が１６年６月からスタートしているが、社会問題や政策に関心を持つ経験が
ないまま投票を行うケースも少なくない中、若者が慣れ親しむゲームを使って投票
率向上にも寄与しうる取組みを行っている、白川町議会では、少子化が進む本町
において、次世代を担う子どもたちへのまちづくりの関心を高めるための参考にな
ると考え、７月１３日に文教民生常任委員会において体験研修を行った。
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執行部との合意が不成立なこと。また、議会基本
条例の議員間討議による合意形成も不成立な状態
で議員発議したこと。

　政務活動費は町民の声から始まったもので、若
い議員の育成やプロ議員として功を奏するために
も自己研鑽は必要で、次世代の議員の方たちの為
にも必要と考える。

　議論を重ね賛成の意はあるが、任期満了する今
の時期ではない。予算流用は執行部の了解がなく
町民から不信を招く。手続き不十分として今拙速
に実施することは賛成できない。

　議員はコロナ時代の変化に応え活動に多様性が
求められている。町長の再議への思いは慮り、進
め方に反省点がある一方で、必要性を認めていた
だいた点は大きい。

　発議なので政活費も基本条例も反対する。私の
定数削減発議は取り下げられた経緯もある。発委
であれば良かった。議会活性化委員会が意味をな
さず町民に理解されないと思う。

　町民の願いである議員の資質向上に必要、次期
議員への環境を整える意味でも今期での制定が必
要と考える。

A 地方議会の議員に政策調査研究等の活動のため
に支給される費用。
詳細は各自治体の条例により定められており、議
会の会派又は議員に対して支給される。交付額や
交付方法については、自治体により異なるが、共
通しているのは議員活動の範囲に関係する費用や
経費などに充てられ、議員活動とは関係ない支出
は法令違反となる。

Q 政務活動費ってなあに？

A 白川町議会では、議員報酬の増額の必要性が長
年議論されてきた。個人の政務活動の視察や研修
の費用は、公費では年1回程度しか出ず、自費で
行っていた。特に若手議員は経済的に厳しい。申
請式の政務活動費であれば、必要な議員に、透明
性を確保しながら交付することができるため、条
例制定の方向性には、全員が賛成した。

Q なぜ政務活動費の議論が出てきたの？

A 現在、議員が研修を受けたいときにだけ使える
研修費は、9人で10万円です。その他の個人の政
務活動は、この条例がないと公費を使うことはで
きない。一方町長は、公費で町長として視察や研
修ができる。処遇には退職金の有無等大きな差が
あるのも事実です。

Q 調査や研修の費用は出てないの？

A 町村では全国でも10％の町村にしか条例があ
りません。岐阜県では、白川村だけ（月額1万
円）です。市議や県議のほとんどには条例があ
り、交付されている。（岐阜県議396万円、岐阜
市180万円、可児市24万円いずれも上限額）

Q 他の町村の政務活動費は出ているの？

議員報酬

職員給与　

議員年金

議会東京陳情　視察他

研修費

９人分の報酬　

議会事務局員の給与、事務経費

H23年に廃止　現在受給者は元議員11名

議会としての陳情や視察の旅費交通費など

議員個人で参加する研修や視察の費用

年間　約3,500万円

年間　約1,130万円

年間　約1,100万円

年間　　約130万円

年間　　　　10万円

議会費の内訳（年間約 6,000 万円）

質　問　内　容 
  質問者（質問順）梅田みつよ、佐伯好典、

　　　　　　　服部圭子、安江孝弘
答　　　　弁答 弁 者

　この再議の正当性に疑問がある。再議は全
国でも2年間で16市でしか行使されていな
い。議会に対する越権行為、議員、議会軽視
ではないか。議論して再議を出したのか。

　町民ウエブアンケート307件に偏りがある
というが、民意の軽視ではないか。アンケー
トについての多くの声とは、どの程度か。

　政務活動費は町民の願いである議員の資質
向上には必要ではないか。また、必要性を感
じているのであれば条例制定を次期の町長へ
と引き継ぐ意思はあるか。

　活性化特別委員会では当初から政務活動費
について調査研究し議論した。執行部との協
議がされていないとのことだが、執行部との
調整にも6回は相談に行ったが、執行部から
は1回も調整がなかった。予算に合わせ月に1
万円にした。執行部からの歩みよりはなかっ
た点についての説明は。

　課長会議で議論した。再議の事例は少
なかったが、自治法176条に基づいて、
再議の権利を行使した。

　アンケートの設問に偏りを感じたと役
場OBや、自治協議会長などから多くの
疑問の声が寄せられている。

　おおいに必要である。月に3万円より
多くあるべき。時期は今ではないが、政
務活動費を作ることについては問題にし
ているわけではない。町長としても、そ
れを引き継ぐつもりだ。

　それは協議ではない。月1万円が妥当
だといったが、私個人の見解だった。再
議の理由は金額ではない。歩み寄りは考
えてなかった。

副町長

安江総務課長

町　長

副町長

反対討論賛成討論 服部議員 藤井議員

反対討論賛成討論 梅田議員

反対討論賛成討論

政 務 活 動 費とは

佐伯議員

渡邉議員

細江議員

　6月28日、白川町議会第1回臨時会を開催しました。これは、先の定例会で可決した、白川町議会政務活
動費の交付に関する条例について、町長から「議論が十分にされていない」として議会に再議が求められた
もので、再議の結果、賛成議員の数が規定の3分の2に達しなかったため、否決、廃案となりました。
　採決の結果、前回と同様の議長を含む5人の議員が賛成、反対議員は4名となり、賛成者数が特別多数議
決の要件である3分の2（6名）に至らなかったため、廃案となりました。

再議とは
　地方自治法第176条にある、「議会の議決または選挙に対する長の処置」の行使。
議会の議決に異議があるとき、法令もしくは会議規則に違反するとき、または町の予算を減額するような
議決をした時に、理由を示して再議に付すことができる。

再議の町長の理由
１、 時間をかけて議論が尽くされた条例とは考えられず、年度2か月での条例制定は理解できないもの

である。
２、 報酬とも関係する事案。Webアンケートは期間が短く、偏りを招くアンケートとの多くの声があ

る。もう少し時間をかけて町民の理解を得るべきではないかと思われる。
３、 予算を伴うことが想定される本件条例について、執行機関と協議がなされていない。

第１回臨時会を開催
～政務活動費の交付に関する条例は廃案～

質 　 疑

令和 3 年 8 月 1 日 1011 しらかわ議会だより No.199



執行部との合意が不成立なこと。また、議会基本
条例の議員間討議による合意形成も不成立な状態
で議員発議したこと。

　政務活動費は町民の声から始まったもので、若
い議員の育成やプロ議員として功を奏するために
も自己研鑽は必要で、次世代の議員の方たちの為
にも必要と考える。

　議論を重ね賛成の意はあるが、任期満了する今
の時期ではない。予算流用は執行部の了解がなく
町民から不信を招く。手続き不十分として今拙速
に実施することは賛成できない。

　議員はコロナ時代の変化に応え活動に多様性が
求められている。町長の再議への思いは慮り、進
め方に反省点がある一方で、必要性を認めていた
だいた点は大きい。

　発議なので政活費も基本条例も反対する。私の
定数削減発議は取り下げられた経緯もある。発委
であれば良かった。議会活性化委員会が意味をな
さず町民に理解されないと思う。

　町民の願いである議員の資質向上に必要、次期
議員への環境を整える意味でも今期での制定が必
要と考える。

A 地方議会の議員に政策調査研究等の活動のため
に支給される費用。
詳細は各自治体の条例により定められており、議
会の会派又は議員に対して支給される。交付額や
交付方法については、自治体により異なるが、共
通しているのは議員活動の範囲に関係する費用や
経費などに充てられ、議員活動とは関係ない支出
は法令違反となる。

Q 政務活動費ってなあに？

A 白川町議会では、議員報酬の増額の必要性が長
年議論されてきた。個人の政務活動の視察や研修
の費用は、公費では年1回程度しか出ず、自費で
行っていた。特に若手議員は経済的に厳しい。申
請式の政務活動費であれば、必要な議員に、透明
性を確保しながら交付することができるため、条
例制定の方向性には、全員が賛成した。

Q なぜ政務活動費の議論が出てきたの？

A 現在、議員が研修を受けたいときにだけ使える
研修費は、9人で10万円です。その他の個人の政
務活動は、この条例がないと公費を使うことはで
きない。一方町長は、公費で町長として視察や研
修ができる。処遇には退職金の有無等大きな差が
あるのも事実です。

Q 調査や研修の費用は出てないの？

A 町村では全国でも10％の町村にしか条例があ
りません。岐阜県では、白川村だけ（月額1万
円）です。市議や県議のほとんどには条例があ
り、交付されている。（岐阜県議396万円、岐阜
市180万円、可児市24万円いずれも上限額）

Q 他の町村の政務活動費は出ているの？

議員報酬

職員給与　

議員年金

議会東京陳情　視察他

研修費

９人分の報酬　

議会事務局員の給与、事務経費

H23年に廃止　現在受給者は元議員11名

議会としての陳情や視察の旅費交通費など

議員個人で参加する研修や視察の費用

年間　約3,500万円

年間　約1,130万円

年間　約1,100万円

年間　　約130万円

年間　　　　10万円

議会費の内訳（年間約 6,000 万円）

質　問　内　容 
  質問者（質問順）梅田みつよ、佐伯好典、

　　　　　　　服部圭子、安江孝弘
答　　　　弁答 弁 者

　この再議の正当性に疑問がある。再議は全
国でも2年間で16市でしか行使されていな
い。議会に対する越権行為、議員、議会軽視
ではないか。議論して再議を出したのか。

　町民ウエブアンケート307件に偏りがある
というが、民意の軽視ではないか。アンケー
トについての多くの声とは、どの程度か。

　政務活動費は町民の願いである議員の資質
向上には必要ではないか。また、必要性を感
じているのであれば条例制定を次期の町長へ
と引き継ぐ意思はあるか。

　活性化特別委員会では当初から政務活動費
について調査研究し議論した。執行部との協
議がされていないとのことだが、執行部との
調整にも6回は相談に行ったが、執行部から
は1回も調整がなかった。予算に合わせ月に1
万円にした。執行部からの歩みよりはなかっ
た点についての説明は。

　課長会議で議論した。再議の事例は少
なかったが、自治法176条に基づいて、
再議の権利を行使した。

　アンケートの設問に偏りを感じたと役
場OBや、自治協議会長などから多くの
疑問の声が寄せられている。

　おおいに必要である。月に3万円より
多くあるべき。時期は今ではないが、政
務活動費を作ることについては問題にし
ているわけではない。町長としても、そ
れを引き継ぐつもりだ。

　それは協議ではない。月1万円が妥当
だといったが、私個人の見解だった。再
議の理由は金額ではない。歩み寄りは考
えてなかった。

副町長

安江総務課長

町　長

副町長

反対討論賛成討論 服部議員 藤井議員

反対討論賛成討論 梅田議員

反対討論賛成討論

政 務 活 動 費とは

佐伯議員

渡邉議員

細江議員

　6月28日、白川町議会第1回臨時会を開催しました。これは、先の定例会で可決した、白川町議会政務活
動費の交付に関する条例について、町長から「議論が十分にされていない」として議会に再議が求められた
もので、再議の結果、賛成議員の数が規定の3分の2に達しなかったため、否決、廃案となりました。
　採決の結果、前回と同様の議長を含む5人の議員が賛成、反対議員は4名となり、賛成者数が特別多数議
決の要件である3分の2（6名）に至らなかったため、廃案となりました。

再議とは
　地方自治法第176条にある、「議会の議決または選挙に対する長の処置」の行使。
議会の議決に異議があるとき、法令もしくは会議規則に違反するとき、または町の予算を減額するような
議決をした時に、理由を示して再議に付すことができる。

再議の町長の理由
１、 時間をかけて議論が尽くされた条例とは考えられず、年度2か月での条例制定は理解できないもの

である。
２、 報酬とも関係する事案。Webアンケートは期間が短く、偏りを招くアンケートとの多くの声があ

る。もう少し時間をかけて町民の理解を得るべきではないかと思われる。
３、 予算を伴うことが想定される本件条例について、執行機関と協議がなされていない。

第１回臨時会を開催
～政務活動費の交付に関する条例は廃案～

質 　 疑

令和 3 年 8 月 1 日 1011 しらかわ議会だより No.199



白川町議会に関するアンケート結果

　議会より昨年に引き続きWebアンケートを取らせていただきました。令和2年度の町内ウェブアンケート
で、「このようなアンケートはまた行ってほしい」が70％を占めていたので、実行できたことを感謝しています。
　また、307名もの方にご協力をいただき誠にありがとうございました。コロナ禍にあってもできるウェブを
活用し、少しでも町民の方の意見を聞き、議会活動に反映させていく事が大切だと思っています。結果をご
覧いただき、町民参画の一助としていただければ幸いです。

・現状の定数、報酬に関して理解している方が約６割でした、今後の町にとっての最適な定数、報酬を議論
するにあたり、現状の周知をしていく必要性を感じました。
・今定例会で議決された「議会基本条例」について「良い」と言う意見が70%を超え、前回のアンケート結
果でもご意見が多かった「議員の資質向上」への期待が大きいことが伺えました。条例制定により、議
会、議員の活動の見える化や、さまざまな意見交流の場づくり、研修などの自己の研鑽を行い、町民の皆
さんの期待に応える、公正公平で開かれた議会・議員を目指します。

回答者属性

年代別回答者数 男女比 地区別回答者数

回答者の３割は６０代で、続いて40代、50代、と続く。７０代以降でもアンケートに積極的参加がみられた。
アンケートに回答した人は、情報収集力も高いと考えられる。地区別回答では前回に続き、蘇原地区は情
報登録率が高めである。地域によってバラつきがみられるため、自主防災の面からも登録者を増加する啓
発活動が必要である。

議会の情報発信についてどのような
方法が良いと思いますか？問２

その他

議会や委員会の一般公開

町議会だよりの充実

議会や委員会のWeb放送 191人

173人

58人

39人

0人 300人200人100人

議会基本条例を制定することに
ついてどう思いますか？問１

全国的な町村議員の成り手不足の
原因は何だと思いますか？問３ 白川町の議員報酬額は

どのくらいだと思いますか？問４

回答数の約6割が正解した。3月議会で定数削減
発議が出たが、約4割の回答者は定数を正しく認
識していないことも明らかになった。
参考：P3の委員長報告にもあるが、平成17年に15人から9人に定数

削減した時点から、見直しがされていない。１０００人から１万人の
人口の町村で、９名は全国平均の定数（１０.３８人）より少ないこ
ともわかった。

白川町議会議員の定数は何人ですか？問６

回答者の過半数があってよいと回答した。政活費
は、町民の福祉向上のため、会派や議員個人の政
務活動に交付されるもので、現在白川町議会には、
それにあたる条例と交付はない。
参考：地方自治法100条14項にある、議員が町行政の監視や町運営

の議決を行うにあたり必要な知識や経験を得るための政務活動
にかかる費用を条例をもって交付する制度です。市議、県議には
制定されているが、町村では10%にしか条例がない。

議員の資質向上のために政務活動費（上限３万円
程度／月）の交付制度があっても良いと思いますか？問５

15.5万円／月
21.5万円／月
30.5万円／月
51.5万円／月
未回答

はい
いいえ
わからない

9人（正答）
8、10人（誤答）
知らない
未回答

よいと思う
わからない
必要ない

低い報酬、議員の仕事内容、議員のイメージ、古い
体質、安定性のない仕事、高齢化、など魅力が感じ
られないという意見が多くあった。
参考：全国の町村議会の現状は、男性90.1%、女性9.9%。年齢構成

は、60歳以上70歳未満52.1%、70歳以上80歳未満が22%。ま
た職業別でみると、男性議員は農業が29.5%、無職が21.9%と
いう構成になっている（いずれも全国町村議会議長会調べ）。こ
のことから、日本の町村議会は「農家か年金生活者である高齢
男性」という偏った構成で運営されている。

概ね回答者は正解を示した一方で、3割が30万
円、1割が15万円と回答した。
参考：1000人から1万人の人口の平均議員報酬は、20万円。白川町

は平均より少し多い。しかし、年金も退職金もない。また市議、県
議と仕事内容は変わらないが、報酬には、2倍3倍と差がある。処
遇改善は、毎年全国町村議会議長から国に要望している。今後
も議員の処遇改善は、担い手確保の上でも重要である。
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61.1％

36.5％
59.0％

38.4％
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29.3％
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どちらでもない
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23.8％

19.5％

25.7％

15.3％
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白川
黒川
佐見
その他

ウェブ上で気軽にネットで確認できるように希望し
ていた方が多かった。議員意見交換会や懇談会を
開催するなどの意見も多数あった。議会や委員会
なども含め議会活動の透明性が求められている。
動画配信等の合理的な方法を用いて、議会の見え
る化を進めていきたい。

議会に規律ができることで、今より議員の資質や活
動姿勢が活性化することに町民の期待が込められ
ている。
参考：全国の議会の50％で、議会基本条例が制定されている。白川町

も平成24年ころ検討されたが制定までに至らず、激動の時代の
今、本条例ができたことの意義は大きい。

69.7％

20.2％

10.1％

53.1％27.4％

19.5％

57.3％20.2％

13.0％

9.4％

56.7％

0.3％5.2％

12.4％

25.4％

※2021/5/21～28の回答集計　　※回答数307件
※白川町すぐメール登録者3,125人（メール 1,569人、LINE 1,595人）5月末時点

その他

地域性

仕事内容

低い報酬 154人

145人

144人

63人
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白川町議会に関するアンケート結果

　議会より昨年に引き続きWebアンケートを取らせていただきました。令和2年度の町内ウェブアンケート
で、「このようなアンケートはまた行ってほしい」が70％を占めていたので、実行できたことを感謝しています。
　また、307名もの方にご協力をいただき誠にありがとうございました。コロナ禍にあってもできるウェブを
活用し、少しでも町民の方の意見を聞き、議会活動に反映させていく事が大切だと思っています。結果をご
覧いただき、町民参画の一助としていただければ幸いです。

・現状の定数、報酬に関して理解している方が約６割でした、今後の町にとっての最適な定数、報酬を議論
するにあたり、現状の周知をしていく必要性を感じました。
・今定例会で議決された「議会基本条例」について「良い」と言う意見が70%を超え、前回のアンケート結
果でもご意見が多かった「議員の資質向上」への期待が大きいことが伺えました。条例制定により、議
会、議員の活動の見える化や、さまざまな意見交流の場づくり、研修などの自己の研鑽を行い、町民の皆
さんの期待に応える、公正公平で開かれた議会・議員を目指します。

回答者属性

年代別回答者数 男女比 地区別回答者数

回答者の３割は６０代で、続いて40代、50代、と続く。７０代以降でもアンケートに積極的参加がみられた。
アンケートに回答した人は、情報収集力も高いと考えられる。地区別回答では前回に続き、蘇原地区は情
報登録率が高めである。地域によってバラつきがみられるため、自主防災の面からも登録者を増加する啓
発活動が必要である。

議会の情報発信についてどのような
方法が良いと思いますか？問２

その他

議会や委員会の一般公開

町議会だよりの充実

議会や委員会のWeb放送 191人

173人

58人

39人

0人 300人200人100人

議会基本条例を制定することに
ついてどう思いますか？問１

全国的な町村議員の成り手不足の
原因は何だと思いますか？問３ 白川町の議員報酬額は

どのくらいだと思いますか？問４

回答数の約6割が正解した。3月議会で定数削減
発議が出たが、約4割の回答者は定数を正しく認
識していないことも明らかになった。
参考：P3の委員長報告にもあるが、平成17年に15人から9人に定数

削減した時点から、見直しがされていない。１０００人から１万人の
人口の町村で、９名は全国平均の定数（１０.３８人）より少ないこ
ともわかった。

白川町議会議員の定数は何人ですか？問６

回答者の過半数があってよいと回答した。政活費
は、町民の福祉向上のため、会派や議員個人の政
務活動に交付されるもので、現在白川町議会には、
それにあたる条例と交付はない。
参考：地方自治法100条14項にある、議員が町行政の監視や町運営

の議決を行うにあたり必要な知識や経験を得るための政務活動
にかかる費用を条例をもって交付する制度です。市議、県議には
制定されているが、町村では10%にしか条例がない。

議員の資質向上のために政務活動費（上限３万円
程度／月）の交付制度があっても良いと思いますか？問５

15.5万円／月
21.5万円／月
30.5万円／月
51.5万円／月
未回答

はい
いいえ
わからない

9人（正答）
8、10人（誤答）
知らない
未回答

よいと思う
わからない
必要ない

低い報酬、議員の仕事内容、議員のイメージ、古い
体質、安定性のない仕事、高齢化、など魅力が感じ
られないという意見が多くあった。
参考：全国の町村議会の現状は、男性90.1%、女性9.9%。年齢構成

は、60歳以上70歳未満52.1%、70歳以上80歳未満が22%。ま
た職業別でみると、男性議員は農業が29.5%、無職が21.9%と
いう構成になっている（いずれも全国町村議会議長会調べ）。こ
のことから、日本の町村議会は「農家か年金生活者である高齢
男性」という偏った構成で運営されている。

概ね回答者は正解を示した一方で、3割が30万
円、1割が15万円と回答した。
参考：1000人から1万人の人口の平均議員報酬は、20万円。白川町

は平均より少し多い。しかし、年金も退職金もない。また市議、県
議と仕事内容は変わらないが、報酬には、2倍3倍と差がある。処
遇改善は、毎年全国町村議会議長から国に要望している。今後
も議員の処遇改善は、担い手確保の上でも重要である。
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40代

30代

20代

10代 1.0％

3.9％

9.4％

23.8％

19.5％

25.7％

15.3％

1.0％
0.3％

0人 20人 40人 60人 80人 100人

蘇原
白川
黒川
佐見
その他

ウェブ上で気軽にネットで確認できるように希望し
ていた方が多かった。議員意見交換会や懇談会を
開催するなどの意見も多数あった。議会や委員会
なども含め議会活動の透明性が求められている。
動画配信等の合理的な方法を用いて、議会の見え
る化を進めていきたい。

議会に規律ができることで、今より議員の資質や活
動姿勢が活性化することに町民の期待が込められ
ている。
参考：全国の議会の50％で、議会基本条例が制定されている。白川町

も平成24年ころ検討されたが制定までに至らず、激動の時代の
今、本条例ができたことの意義は大きい。

69.7％

20.2％

10.1％

53.1％27.4％

19.5％

57.3％20.2％

13.0％

9.4％

56.7％

0.3％5.2％

12.4％

25.4％

※2021/5/21～28の回答集計　　※回答数307件
※白川町すぐメール登録者3,125人（メール 1,569人、LINE 1,595人）5月末時点

その他

地域性

仕事内容

低い報酬 154人

145人

144人

63人

0人 50人 100人 150人 200人 250人 300人
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白川町議会基本条例が制定されました

教えて
茶桧衛門

Q１ そもそも議会基本条例って何?

議会基本条例議会基本条例議会基本条例

Q２ 議会基本条例は、なぜ制定されるようになったの?

Q３ なぜ白川町に議会基本条例が必要なの?

Q１ そもそも議会基本条例って何?

Q２ 議会基本条例は、なぜ制定されるようになったの?

Q３ なぜ白川町に議会基本条例が必要なの?

議会の最高規範としての位置付け
（前文）
議会及び議員の活動の指針並びに議会の最
高規範として位置付け、町民の負託に応え
られる議会づくりに全力で取り組むことを
決意しました。

議会の活動原則
（第２条）
公平性及び透明性を確保し、町民にわかりや
すく、かつ、開かれた議会運営に努めます。
また、議員間の自由かっ達な討議を重ん
じ、論点、争点を明らかにします。

議員の活動原則
（第３条）
議員自らの資質向上に努め、町民の多様な意
見を把握し、政策提言や議会審議に生かすこ
とで町民全体の福祉の向上を目指して活動し
ます。１つの質問の答弁者が複数の課にまたがる場合があり、％で割れない場合があります。

委員会の活動原則
（第４条）
委員会は、その専門性と特性を活かして調
査研究に努め、積極的な政策立案と政策提
案に努めます。

町民と議会との関係
（第７条～第８条）
町民の代表として倫理性を自覚するととも
に良心及び責任感をもって、議員の品位を
保持します。そして、情報公開と町民参加
をすすめます。

議会の町長等との関係
（第９条）
町長等との立場及び権能の違いを踏まえ、
議会機能を十分に発揮した議会活動を行う
ことにより、議会審議における町長等との
緊張関係の保持に努めます。

議会運営と議会機能
（第13条～第16条）
議員相互の討議を尽くし合意形成、議長候
補者への質疑、政策立案能力の向上及び議
会事務局の機能充実に努めます。

議会基本条例とは、議会活動の理念や原則、制度などの基本的な事項を定めた条例です。

国への権限の集中から地方公共団体に権限が大きく移され、地方議会が担う役割や責務
が大きくなりました。さらにコロナ禍にあり、議員の機能力、デジタル化はさらに求められて
います。また、市民からは資質向上、情報発信、見える化を求める声が多く、議会の活性化改
革の必要性が広まり、その議会改革の取り組みを継続・発展させることを目指して、議会基
本条例を制定しようという動きが大きな広がりを見せているのです。現在では50%の議会
でこの条例が制定されています。

白川町議会のこれまでの改革の取り組みは、町議会の活性化に大きな役割を果たしてき
ました。議会改革の理念やこれらの取り組みを議会基本条例として定めることにより、普
遍のルールとして、議会改革の動きを後退させることなく、継続させることができます。ま
た、条例にすることにより、議会だけにとどまらず、町民の皆さまや執行機関（町長など）を
含めた白川町全体のルールとすることができます。町の福祉向上のため、議会がルールに
のっとり全力で取り組むことを宣言しました。

議会基本条例
解説書ホーム
ページ

詳しい一般質問
の内容は、過去
の議会だよりを
ご覧ください。

※議会基本条例は全戸に配付する予定としています。

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３

４

５

６

７

議会基本条例7つのポイント

藤井宏之

白川町議会の一般質問の分野別・議員別表

総務
13％
防災・消防・投票率・新庁舎

農林
12％
有機農業・担い手・森林環境税・
鳥獣害・白川茶

町民
６％
DX・納税・マイナカード

企画
14％
ITC・道の駅・公共交通・公園・移住

町長
13％
宝物探し・学校統合・新庁舎・SDGs
行政課題・スパランド跡地

建設
3％

定住促進住宅・R256

教育
22％

学校統合・エアコン・通学補助
ギガスクール・道徳教育

保険福祉
12％

コロナ・自殺対策・高齢者熱中症対策
少子化・買い物弱者

副町長
4％

コンパクトシティ・予算・太陽光パネル
子育て支援金

総務
８％

農林
13％

町民
4％

企画
42％

町長
8％

教育
25％

梅田みつよ 服部圭子 今井昌平

総務
35％

農林
10％

総務
10％

農林
30％

企画
20％

農林
25％

町長
25％

町民
10％

企画
5％

町長
15％

町長
10％

　建設
10％

教育
25％

教育
50％

副町長
5％

副町長
20％

総務
16％

副町長
3％

農林
3％

町民
8％

企画
19％

町長
8％

保険福祉
27％

教育
14％

総務
8％ 総務

20％

農林
20％

副町長
4％

農林
16％
町民
2％

企画
2％
町長
10％建設

2％

保険福祉
14％

企画
20％

教育
41％

町民
40％

佐伯好典

渡邉昌俊 細江茂樹 安江孝弘

保険福祉
25％

保険福祉
10％

町長
63％

建設
25％

今期4年間の一般質問を分野別・議員別に表しました。
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白川町議会基本条例が制定されました

教えて
茶桧衛門

Q１ そもそも議会基本条例って何?

議会基本条例議会基本条例議会基本条例

Q２ 議会基本条例は、なぜ制定されるようになったの?

Q３ なぜ白川町に議会基本条例が必要なの?

Q１ そもそも議会基本条例って何?

Q２ 議会基本条例は、なぜ制定されるようになったの?

Q３ なぜ白川町に議会基本条例が必要なの?

議会の最高規範としての位置付け
（前文）
議会及び議員の活動の指針並びに議会の最
高規範として位置付け、町民の負託に応え
られる議会づくりに全力で取り組むことを
決意しました。

議会の活動原則
（第２条）
公平性及び透明性を確保し、町民にわかりや
すく、かつ、開かれた議会運営に努めます。
また、議員間の自由かっ達な討議を重ん
じ、論点、争点を明らかにします。

議員の活動原則
（第３条）
議員自らの資質向上に努め、町民の多様な意
見を把握し、政策提言や議会審議に生かすこ
とで町民全体の福祉の向上を目指して活動し
ます。１つの質問の答弁者が複数の課にまたがる場合があり、％で割れない場合があります。

委員会の活動原則
（第４条）
委員会は、その専門性と特性を活かして調
査研究に努め、積極的な政策立案と政策提
案に努めます。

町民と議会との関係
（第７条～第８条）
町民の代表として倫理性を自覚するととも
に良心及び責任感をもって、議員の品位を
保持します。そして、情報公開と町民参加
をすすめます。

議会の町長等との関係
（第９条）
町長等との立場及び権能の違いを踏まえ、
議会機能を十分に発揮した議会活動を行う
ことにより、議会審議における町長等との
緊張関係の保持に努めます。

議会運営と議会機能
（第13条～第16条）
議員相互の討議を尽くし合意形成、議長候
補者への質疑、政策立案能力の向上及び議
会事務局の機能充実に努めます。

議会基本条例とは、議会活動の理念や原則、制度などの基本的な事項を定めた条例です。

国への権限の集中から地方公共団体に権限が大きく移され、地方議会が担う役割や責務
が大きくなりました。さらにコロナ禍にあり、議員の機能力、デジタル化はさらに求められて
います。また、市民からは資質向上、情報発信、見える化を求める声が多く、議会の活性化改
革の必要性が広まり、その議会改革の取り組みを継続・発展させることを目指して、議会基
本条例を制定しようという動きが大きな広がりを見せているのです。現在では50%の議会
でこの条例が制定されています。

白川町議会のこれまでの改革の取り組みは、町議会の活性化に大きな役割を果たしてき
ました。議会改革の理念やこれらの取り組みを議会基本条例として定めることにより、普
遍のルールとして、議会改革の動きを後退させることなく、継続させることができます。ま
た、条例にすることにより、議会だけにとどまらず、町民の皆さまや執行機関（町長など）を
含めた白川町全体のルールとすることができます。町の福祉向上のため、議会がルールに
のっとり全力で取り組むことを宣言しました。

議会基本条例
解説書ホーム
ページ

詳しい一般質問
の内容は、過去
の議会だよりを
ご覧ください。

※議会基本条例は全戸に配付する予定としています。

１

２

３

４

５

６

７

１

２

３

４

５

６

７

議会基本条例7つのポイント

藤井宏之

白川町議会の一般質問の分野別・議員別表

総務
13％
防災・消防・投票率・新庁舎

農林
12％
有機農業・担い手・森林環境税・
鳥獣害・白川茶

町民
６％
DX・納税・マイナカード

企画
14％
ITC・道の駅・公共交通・公園・移住

町長
13％
宝物探し・学校統合・新庁舎・SDGs
行政課題・スパランド跡地

建設
3％

定住促進住宅・R256

教育
22％

学校統合・エアコン・通学補助
ギガスクール・道徳教育

保険福祉
12％

コロナ・自殺対策・高齢者熱中症対策
少子化・買い物弱者

副町長
4％

コンパクトシティ・予算・太陽光パネル
子育て支援金

総務
８％

農林
13％

町民
4％

企画
42％

町長
8％

教育
25％

梅田みつよ 服部圭子 今井昌平

総務
35％

農林
10％

総務
10％

農林
30％

企画
20％

農林
25％

町長
25％

町民
10％

企画
5％

町長
15％

町長
10％

　建設
10％

教育
25％

教育
50％

副町長
5％

副町長
20％

総務
16％

副町長
3％

農林
3％

町民
8％

企画
19％

町長
8％

保険福祉
27％

教育
14％

総務
8％ 総務

20％

農林
20％

副町長
4％

農林
16％
町民
2％

企画
2％
町長
10％建設

2％

保険福祉
14％

企画
20％

教育
41％

町民
40％

佐伯好典

渡邉昌俊 細江茂樹 安江孝弘

保険福祉
25％

保険福祉
10％

町長
63％

建設
25％

今期4年間の一般質問を分野別・議員別に表しました。
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　白
川
町
議
会
は
、
町
民
の
皆
様
の

投
票
に
よ
り
、
平
成
29
年
8
月
か
ら

任
期
を
い
た
だ
き
早
4
年
が
経
ち
ま

し
た
。
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
の
お
陰
を
も
ち
ま
し
て
、
全
員

が
任
期
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
白
川
町
議
会
一
同
、
心
よ
り

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　さ
て
、
こ
の
4
年
間
で
「
平
成
」

か
ら
「
令
和
」
へ
時
代
を
移
し
、
そ

し
て
今
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
」
に
見
舞
わ
れ
、
世
界
は
未
曽
有

の
境
地
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
い
か
に
安
穏
で

平
和
で
あ
っ
た
か
を
思
い
知
り
ま
し

た
。
現
在
、
日
本
国
民
は
底
力
を
発

揮
し
て
い
ま
す
が
、
一
向
に
苦
労
が

絶
え
ま
せ
ん
。
そ
し
て
何
よ
り
こ
の

危
機
で
問
わ
れ
た
の
は
正
に
「
政

治
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　白
川
町
は
今
年
の
8
月
、
町
長
と

議
員
は
任
期
満
了
を
迎
え
、
い
ず
れ

も
選
挙
が
行
わ
れ
ま
す
。
白
川
町
の

発
展
と
未
来
の
た
め
に
、
こ
の
激
動

す
る
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め

に
、
町
民
の
皆
様
も
、
ぜ
ひ
政
治
に

関
心
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
そ
し
て

今
後
と
も
町
政
及
び
町
議
会
に
益
々

の
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
程
を
心
よ
り
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　梅
田
み
つ
よ

　コロナ禍で住宅産業の需要が高まり海外の
木材が不足したことによる、いわゆる「ウッド
ショック」が発生する中で、海外からの輸入が
激減した日本では国内産の木材の需要が急
速に高まり、木材の値段が高騰しています。
　そのような状況の中、東農ヒノキ白川市場
協同組合では高山・郡上など県内各地から、さ
らには長野県からも木材が集まってきており、
市場の日には多くの木材が山積みとなって出
荷されていきます。
　東農ヒノキ白川市場協同組合ではその営
業努力もあり、近隣の市場と比較してより多く
の木材が集まり賑わっています。

表紙の写真は、　　　　　　　　　　
「東濃ヒノキ白川市場協同組合」

　２日　旧白川小学校閉校記念碑除幕式
１２日　新庁舎先進地視察
１４日　可茂町村議会議長会
１７日　議会議員協議会
　　　　庁舎建設特別委員会
１８日　議会活性化特別委員会
２５日　例月出納検査
２７日　議会活性化特別委員会
３１日　議会運営委員会

　１日　県町村議会議長会総会
　７日　議会議員協議会
　８日　定期監査（総務課・議会事務局）
１１日　議会活性化特別委員会
１４日　定期監査（企画課）
１７日　白川町議会第２回定例会（初日）
１８日　予算審査特別委員会
　　　　白川町議会第２回定例会（２日目）
２１日　定期監査（建設環境課・町民課）
２５日　議会議員協議会（議員会）
　　　　例月出納検査
２８日　白川町議会第１回臨時会
　　　　議会広報編集委員会
２９日　定期監査（保健福祉課）
３０日　白川・東白川地域
　　　　　　　　　公共交通活性化協議会
　　　　可茂土木事務所行政懇談会

　２日　可茂地域一部事務組合議会臨時会
　５日　定期監査（農林課）
　７日　東海環状自動車道
　　　　　　　中東濃地域建設促進協議会
　　　　青雲の集い・立志式
１２日　定期監査（教育課）
１３日　文教民生常任委員会
　　　　議会広報編集委員会
１５日　リニア中央新幹線建設促進
　　　　　　　　　　　岐阜県期成同盟会
１６日　議会広報編集委員会
２１日　財政援助団体監査
２６日　例月出納検査
３０日　管内現地実査
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表紙は語る

議会の動き（４月21日～７月30日）
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　議会だよりに関するご意見やご要望が
ありましたら、　議会事務局（℡７２－１３１１
内線２９０）までご連絡ください。
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